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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（平山 英君） 散会前に引き続き本日の会

議を開きます。 

  ただいまの出席議員は30名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（平山 英君） 本日の議事日程はお手元に

配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（平山 英君） 日程第１、市政一般質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 眞 壁 俊 郎 君 

○議長（平山 英君） 初めに、11番、眞壁俊郎君。 

○１１番（眞壁俊郎君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  それでは、早速、一般質問に入りたいと思いま

す。 

  まず、１番目の地球温暖化対策の推進につきま

して質問いたします。 

  民主党連立政権となり、政府は、国際社会と協

調して地球温暖化に歯どめをかけ、次世代に良好

な環境を引き継ぐため、ＣＯ２排出量について

2020年までに1990年比25％減を目標に地球温暖化

対策を強力に推進し、新産業を育てる政策を打ち

出しております。 

  那須塩原市としても、地域の自然環境の特性や

産業振興の視点からも、より明確な地球温暖化対

策の取り組みが重要なことから伺うものでありま

す。 

  ①地球温暖化対策地域推進計画の策定でありま

すが、本年度中に組織の立ち上げ、平成22年度に

策定に取り組む考えであると思うが、組織の人選

や策定までのスケジュールはどのように考えてい

るか。 

  ②ＣＯ２排出量について、近年は、家庭やオフ

ィスからの排出量が大幅に増加している。この分

野の対策が急務となっているが、どのように考え

るか。 

  ③太陽光や風力、水力、バイオマスなどの新エ

ネルギーの導入の推進についてはどのように考え

るか。 

  ④那須塩原市の特性である農林業の観点から、

地球温暖化対策をどのように考えるか。 

  ⑤環境基本計画において、市の施策として、公

共施設等における省資源、省エネルギーの推進を

していると思うが、現況について、どのようにな

っているか。 

  以上、ご質問いたします。 

○議長（平山 英君） 11番、眞壁俊郎君の質問に

対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 11番、眞壁俊郎議員の市政

一般質問にお答えいたします。 

  １の地球温暖化対策の推進についてでございま

すけれども、５項目のご質問がございますけれど

も、順次お答えいたします。 

  まず最初に、①の地球温暖化対策地域推進計画

の策定についてお答えいたします。 

  地球温暖化対策地域推進計画は、平成20年６月
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の地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正

を機に、地球温暖化対策地方公共団体実行計画に

名称が変わりました。 

  この計画は、特例市以上の市及び都道府県は策

定を義務づけられておりますが、本市においても

温室効果ガス排出の抑制に係る施策を総合的かつ

計画的に推進するため策定を進めてまいりたいと

考えております。 

  しかしながら、温室効果ガス排出削減が麻生内

閣の15％から鳩山内閣の25％に変わったことによ

り、国の具体的な指針がまだ示されていない状況

でありますので、当初予定していたスケジュール

より１年おくれますが、来年度に組織を立ち上げ、

23年度から計画の策定に入ってまいりたいと考え

ております。 

  いずれにいたしましても、国の動向を見ながら、

市民、事業者、行政が一体となって地球温暖化対

策を進めてまいりたいと考えております。 

  続きまして、②の家庭やオフィスのＣＯ２排出

量についてお答えいたします。 

  家庭やオフィスのＣＯ２の排出量が増加してい

ることは認識しておりますけれども、これらを削

減するために地球温暖化対策地方公共団体実行計

画を策定し、市民、事業者、行政が一体となって

地球温暖化対策に取り組んでいくことが重要であ

ると考えております。 

  計画に取り組むべきものは、例えば、太陽光発

電設置、ヒートポンプ、コージェネレーション設

備などの省エネルギー・新エネルギー利用設備の

導入やエコドライブ、公共交通機関の利用など、

自動車利用の工夫あるいは買い物時のマイバッグ

持参、ごみ分別の徹底などのごみ発生抑制などが

あり、既に取り組んでいる事業もありますが、そ

れぞれの役割に応じて温暖化対策に取り組み、温

室効果ガス排出の少ない地域社会への転換を図っ

ていく必要があるものと考えております。 

  次に③の太陽光や風力、水力、バイオマスなど

の新エネルギーの導入の推進についてお答えいた

します。 

  太陽光や風力、水力、バイオマスなどの新エネ

ルギーは、再生が不可能な資源の消費を最小限に

抑制するとともに、地球温暖化対策に大きく貢献

するものと考えております。これらのエネルギー

は、地域の自然条件に大きく左右されるエネルギ

ーであり、その利用を促進するには、地域の特性

に応じた取り組みが必要となり、この点で地域の

事情をよく把握する地方公共団体の役割が大きい

ものと考えております。 

  新エネルギーの中で身近なものは、太陽光発電

がありますが、地球温暖化対策の一環として環境

への負荷の少ない循環型社会の形成を図るため、

設置費の補助について検討していきたいと考えて

おります。 

  次に、④の農林業の観点から、地球温暖化対策

をどのように考えているかについてお答えいたし

ます。 

  農業の観点といたしましては、家畜排せつ物を

利用したバイオガスで発電・発熱利用したＣＯ２

を削減することは、地球温暖化対策と考えており

ます。また、地産地消を推進することは、生産者

から消費者への農産物の運搬距離を縮小させ、化

石燃料の消費量を減らし、ＣＯ２の排出量を抑え

ることができるものと考えております。 

  林業の観点からは、森林は、ＣＯ２の吸収源と

なり、地球温暖化防止に大きな役割を果たしてお

り、森林機能の維持向上のためには手入れが行き

届いてない森林を除伐や間伐により整備すること

で、ＣＯ２を吸収しやすくすることが不可欠と考

えております。間伐材は、化石燃料の代替として

チップや木質ペレット化が可能でありますので、
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今後研究してまいりたいと考えております。 

  次に、⑤の公共施設等における省資源・省エネ

ルギーの現況についてお答えいたします。 

  環境基本計画は、本市の環境の保全及び創造に

関する施策を推進するに当たって、最も基本とな

る計画でありますが、この計画の中で、ＣＯ２削

減の取り組みとして、省資源・省エネルギーの推

進や新エネルギー導入の推進を掲げています。 

  この施策の中で、公共施設への太陽光発電設置

（高林小、塩原支所、西那須野公民館、西那須野

調理場、クリーンセンター）やクリーンセンター

の熱利用発電、西那須野調理場のオール電化方式

の導入などにより、環境への負荷を最小限に抑制

するとともに、温室効果ガスの削減に取り組んで

いるところであります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（平山 英君） 11番、眞壁俊郎君。 

○１１番（眞壁俊郎君） それでは、順次、再質問

していきたいと思います。 

  まず、第１番の地域の推進計画でございますが、

これについては、名称がちょっと変更したという

ことでございますが、地方公共団体実行計画とい

うような形かと思います。 

  当初、本年度、組織の立ち上げをして、22年度

で作成をしていきたいというお話だったかと思い

ますが、政権が交代しまして、民主党政権は非常

に世界に向かってもＣＯ２を削減していくんだと

いうことで、若干１年間おくれたということでご

ざいます。 

  これにつきましては、やはり、しっかりした策

定をしていただくということで了解はしたいと思

っております。 

  そこで、私は東京電力の社員でございます。東

京電力の最大の使命というのは、まさに現代社会

における電気は不可欠でございます。この電気を

しっかり安定的に届けること。これが第一の使命

でございます。 

  そして、地球温暖化の対策を確実に実施し、持

続可能な社会、低炭素社会というような形で呼ん

でおりますが、これの実現をすることが、まさに

東京電力としても、これから最大の責務と思って

おります。 

  この低炭素社会を実現するためには、エネルギ

ーの供給側、これは発電側と思います。また、需

要側、これは使うほうの側でございます。この一

体的な取り組みが必要であると考えております。 

  具体的には、やはり、原子力、また、再生可能

エネルギー、そして、省エネ、こういうものが３

つの柱ととらえております。 

  原子力発電につきましては、まさにＣＯ２が火

力発電と比べて非常に排出量が少ない。こういう

ことで世界的にも最近見直され、推進され始めて

きております。当然、安全というのが大前提だと

思っております。 

  2007年に皆さんもご存じかと思いますが、新潟

県の中越沖地震におきまして、私どもの柏崎刈羽

原子力発電所が被害を受けました。私も、この被

害を受けてから若干時間はたったんですが、その

後、その発電所を見ました。発電所の敷地の中が

あるんですが、そこにある事務所棟とか取りつけ

道路、これについては、非常にすごい被害を受け

ました。 

  しかしながら、原子炉が入っている母屋本体に

ついては、私も見てきましたが、ほとんど無傷だ

ったと、こういう状況でございました。今は、世

界で原子力発電が見直されている。こういうこと

も、やはり、柏崎の原子力発電所が本当にあれだ

け大きな被害を受けながら、安全に停止してとま

った。これは、非常に重要なことで、これをやは

り世界も認めたのかなと、このように思っており
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ます。 

  次に、再生可能エネルギーでございますが、私

どもとしましては、今、太陽光がありますが、メ

ガソーラー、こういうものを、やはり今、行政な

どと協力しながら建設を進めているという状況で

ございます。 

  また、需要面からいきますと、ヒートポンプの

活用、こういうものを活用して、効率機器や電気

自動車の導入、こういうことを進めながら電化の

推進を進めている。こういうことで、低炭素社会

の実現を対応していると、そういう状況でござい

ます。 

  少し東京電力のＰＲになりましたが、地球温暖

化対策につきましては、東京電力は、いろいろな

知識も資料も持っておりますので、ぜひ実行計画

をつくるときには、また省エネとかいろいろな相

談があるときには、ぜひ東京電力をご利用いただ

きたいと、このようにご提案だけ申し上げたいと

思います。 

  この項は、これで終わりにしたいと思います。 

  次に、家庭やオフィスからの排出量の関係であ

りますが、ＣＯ２の排出量の部門別の推移という

のがございまして、これは、基準年が1990年度で

ございます。これをゼロ％で見て、民生部、特に

これは家庭とかオフィスの関係でございますが、

2007年度で実に43％の増でございます。特にこれ

が近年急増している。こういう現状でございます。 

  排出量については、ちょっと数字的には難しい

かもしれませんが、約４億2,000万ｔということ

でございます。 

  また、運輸部門については14.6％の増、これは、

2001年以降、燃費の改善とか物流の効率化により、

現在においては減少傾向という状況でございます。

数字的には、２億5,000万ｔ排出している。 

  もう一つが産業部門ということでございます。

これは、工場とかでございますが、これについて

は2.3％減少ということで、産業については減少

している現状でございます。数量については、４

億7,000万ｔ、これは家庭より若干多いというこ

とになっております。 

  こういう状況からも、やはり、家庭とかオフィ

スのＣＯ２削減が今後大変重要になってくるんだ

ろうと思っております。その削減につきましては、

特に行政は何ができるのかといいますと、１つは、

やはり、省エネの啓蒙活動だと思います。エコド

ライブとか、先ほども出ましたが、ごみの分別、

こういうことをしっかりして抑制していくという

こと。それが１つだと思います。 

  もう一つは、先ほど、太陽光の設置について補

助を検討していきたいというようなお話がありま

したが、まさに、そのことかなと思いますが、今、

太陽光の補助だけではなくて、高効率の給湯機器、

こういうものに関しても、かなりほかの自治体な

んかでも補助しております。この辺について、も

う一度、お考えについてお伺いしたいと思います。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えいたします。 

  全体論として少しお話しさせていただきますけ

れども、我々、本年はごみ減量元年ということで

減量化に取り組んできましたけれども、これも磯

飛議員からありましたように、家庭系がかなり減

ったということで、ひいては、ＣＯ２削減にも結

びついているんだろうということで、市民のいろ

いろな協力がありました。 

  それから、マイバッグ運動の関係でも、那須塩

原市の生活学校というのがあるんですが、これが

本当に県内でも、関東レベルでも一生懸命力を入

れまして、スーパーの前でマイバッグを自分らで

つくったものを配りながら、また、我々市役所の
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ほうにも働きかけがありまして、市役所全職員で

応援しましょうということで取り組みましたけれ

ども、そういう啓発活動も民間の団体かみずから

やっていただいている。そういう事例等々があり

まして、それらいろいろ網羅して、組織を立ち上

げて、とかく計画はつくったけれども、実行がな

かなかできないというのではなく、実行できるよ

うな計画をつくるということとなると、計画策定

の段階からいろいろな団体、個人も含めまして、

市民の方々に入っていただいて策定していきたい

と。そういうノウハウを入れて、より広げていく

ということで、地球温暖化防止に市レベルの那須

塩原市地域レベルのもので取り組むことがいろい

ろあるだろうというふうに思っております。 

  その中にありましては、経済効果という意味か、

経済誘導という意味か、補助制度というのも、当

然、我々は考えなくてはならないだろうというこ

とで、そこら辺を体系化づけてやっていきたいと

いうふうに思っております。 

  特に家庭系が伸びているのも事実でありますし、

特に給湯関係が家庭系の排出量で占める割合が非

常に高いわけでございまして、その辺の今の技術

では十分に、新しい電力、夜間電力等々を利用し

た給湯器等もありますけれども、そういうものを

活用する、また、それを誘導するという施策もひ

とつ考えなければなりませんと思っておりますし、

県もそういう考えで、太陽光とセットでないと補

助しないということで誘導を図っているというこ

ともあります。その辺を我々が検討するときにも

参考にさせていただきたいと思っておりますし、

正直、太陽光発電を検討するのも後発部隊になっ

ておりますので、取り組み方についても、創意工

夫が必要だろうということで、その辺、拙速にな

らないように、すぐに補助制度が立ち上がるとい

うわけにはいかないと思いますけれども、全体と

していろいろなものも含めながら、バイオの問題

等もいろいろあるでしょうし、実際に酪農家の方

でも先進的に取り組んでいただいている酪農家も

ありますし、そういうものもいろいろな情報を入

手しながら、総体的にいろいろな活動としてＣＯ２

削減に結びつけていきたい。 

  そういう意味で、さきの実行計画（区域計画

編）と言うんですが、それが地域住民を入れた計

画で、我々のほうは事務事業編という分野が市役

所の分と、こう２つに分かれるわけですけれども、

先ほど言いました区域計画編に一生懸命取り組ん

でいきたいというふうに思っております。 

  答弁になったかどうかわかりませんが、そのよ

うな形で、我々も情報を十分入手しながら取り組

んでまいりたいというふうに思っております。 

○議長（平山 英君） 11番、眞壁俊郎君。 

○１１番（眞壁俊郎君） 非常に勉強なされて、よ

くご存じだなと思っております。ぜひ、そういう

ことでしっかり取り組んでいただきたいと思いま

す。 

  家庭用のＣＯ２の削減でありますが、皆様もご

存じかと思いますが、オール電化住宅が今かなり

増加してきております。ガスの併用住宅との比較

がありまして、環境比較ということで、ＣＯ２の

削減量でございますが、ガスの併用住宅を100と

いたしますと、オール電化住宅でありますが、太

陽光発電込みの住宅でございます。これは、実に

44ということでございます。 

  経済性の比較、これはランニングコストでござ

いますが、これについては、100に対して、これ

は実に12、こういう数字も出ております。試算方

法とか条件などにより若干数値的な数字は変わっ

てくるかと思いますが、まさに、住宅におきまし

てはオール電化住宅、これを推進することにより、

ＣＯ２の排出量の削減につながると、私どもも考
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えております。 

  先ほど、補助制度につきましては、これからい

ろいろなところで考えていく、検討したいという

ことでございますので、県の話も出ていましたの

でよくご存じかと思いますので、国においてのい

ろいろな経済対策としても、エコポイント制とか、

そういうものをやっております。ぜひ、そういう

ものを経済対策としてもこれから打ち出していく

というのも必要かと私は思いますので、ぜひ、こ

れにつきましては、私のほうからは強く要望しま

して、この項は終わりにしたいと思います。 

  続いて、新エネルギーの推進の関係でございま

す。 

  新エネルギーにつきましては、地域の特性に応

じた取り組みをしていきたいというようなお話も

あったかなと思います。まさに、私もそのとおり

だと思います。この地域の特性ということでござ

いますが、日光市で新エネルギービジョン、こう

いうものを作成しております。この新エネルギー

ビジョンにつきましても、那須塩原市の基本計画

の中で策定は検討したいというようなことがある

かと思いますが、この辺についてお話をいただき

たいと思います。 

○議長（平山 英君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えいたします。 

  新エネルギービジョンにつきましては、実は、

合併前の西那須野では策定しております。それで、

そのときには合併の話が上がっていたものですか

ら、黒磯市の区域も含めて、どの程度の新エネル

ギーに使えるエネルギー、どんな種類があるんだ

ろうというチェックも実はさせていただいており

ます。 

  そういう意味で、よくここは空風が吹いて風力

がとかよく言われますが、１年を通してというわ

けにいかないので、なかなか実際には難しいとい

う結論になっておりますけれども、そういうもの

も含めながら、実際は検討したノウハウは、那須

塩原市も持っておりますので、立てる段階では、

それほど苦労なくできていくんだろうというふう

に思っております。 

  ただ、今になって、私はまだ内部で議論を済ま

せていませんけれども、今度、実行計画の地域版

をつくるとき等、新エネルギーの内容も入れてつ

くれば、改めて新エネルギーのビジョンだけぼこ

っとつくるのはどうなんだろうなと、それが本当

にいいのかなと、その辺も含めていっぱい環境基

本計画がありますし、いろいろな計画があります

ので、その辺をたくさんつくればいいというもの

ではなくて、うまく網羅させながら、精度は少し

落ちるかもしれませんけれども、実際に実施する

のには、市民がわかりやすい計画でなければ読ん

でもいただけませんので、その辺も工夫しながら、

計画づくりは必要なのかなというふうな少し反省

も含めまして、その辺、すぐにいついつつくりま

すというのは、きょうはご答弁できませんけれど

も、そういうものも視野に入れながら、今度は市

と協働という形で、市民と協働となりますけれど

も、そういう形でいろいろな計画をつくっていく

中で、いろいろな網羅をしていければいいのかな

と、そんなことで、改めて検討させていただきた

いというふうに思っております。 

○議長（平山 英君） 11番、眞壁俊郎君。 

○１１番（眞壁俊郎君） まさに、私もそのとおり

だと思いまして、たくさんの計画を立てればいい

ということは、私も考えておりません。ぜひ、こ

の実行計画をつくる中で、しっかり考えていただ

きたいなと思います。 

  日光市はエネルギービジョンをつくっておりま

すので、若干ご紹介したいと思います。 

  日光市につきましては、平成11年度に新エネル
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ギー導入ビジョンというものを作成しております。

これによって、太陽光発電設備の費用の補助、18

年からは、日光水素エネルギー社会推進協議会、

こういうものを立ち上げて、水素社会の構築に向

けた検討を民間企業とコラボレーションにより行

っております。また、19年度におきましては、新

エネルギー財団の助成により、足尾地域において

水力発電所の導入の検討なども行っているという

ところでございます。まさに、新エネルギーの導

入につきましては、先進的な取り組みをしている

日光市でございます。 

  今回、新しくできた新エネルギービジョン、こ

としの２月に作成になったかと思います。その中

で、これをやっていくんだというような形の中で、

温泉街における温泉廃熱の活用、こういうものが

示されております。これにつきましては、温泉廃

熱をヒートポンプで回収しまして、温泉の過熱に

利用するもので、まさに自然エネルギー活用でＣ

Ｏ２を削減するということでございます。それに

あわせて、当然、燃料費のコスト、この辺も半分

になるというようなことでございます。 

  まさに、那須塩原市におきましても、塩原温泉、

板室温泉の地域があります。十分にこれは生かせ

るのかなと思います。 

  特に今、観光産業が非常に厳しい状況でござい

ます。このエネルギーコストも削減になるという

ことになれば少しは役に立ってくるのかなと、こ

のように思います。 

  環境基本計画の中でも、ヒートポンプ技術の活

用、この辺を触れられておりますので、この辺の

施策について、どのような考えがあるのか、お伺

いしたいと思います。 

○議長（平山 英君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えいたします。 

  温泉廃熱につきましては、以前にも岡部議員か

らもご質問をいただいた記憶がございますが、那

須町のほうでＮＥＤＯの補助等を受けながらやっ

ていこうということで、ホテル等で導入が始まっ

たということでマスコミにも取り上げられた情報

がありますので、内容については掌握しているつ

もりであります。 

  そういう意味で、我々も今後いろいろ施策展開

するのに、どこまでできるかがありますけれども、

ヒートポンプの有効性は十分に理解しております

し、まち中の新築住宅を時々散歩のときに見てお

りますと、大きいポットといいますか、ああいう

のがどんどんつくられているということで、やは

り、市民もそういう理解のもとにヒートポンプを

入れたりしているんだなと、私も感想を持って、

こういうのがどんどん市民自体も理解して実践し

ていただいていると。だからといって、我々は出

す必要はないというふうには、そこには短絡には

結びつけませんけれども、そういう誘導をしてい

くのもいい方法なのかなというふうな感想的には

思っています。 

  それから、水力発電、我々、市のレベルで言い

ますと、眞壁議員さんも当然ご存じだと思います

が、土地改良区では、先進例的に東電さんのノウ

ハウをいただいて取り組んでおりますし、補助を

受けるには、市の推薦が必要だったので、我々の

ほうの農林部門になりますが、推薦書を添えて出

したところ、千本松にモデル的に省水力発電、そ

れから、水素をつくってとか、電気を使って自動

車に供給してみようかという実験的なものが、観

光客も通って見ていただけるようなところにでき

るというのも非常にありがたい話ですし、私も直

接、この内容には参画させていただいております

けれども、そういうことで、市民のみずからの、

また、事業所のみずからの努力にも敬意を表する

とともに、その方たちがより活動しやすいように、
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これから頑張っていけるようにバックアップする

というのも我々の仕事だと思いますので、その辺、

工夫をしながら取り組んでまいりたいというふう

に思っております。 

○議長（平山 英君） 11番、眞壁俊郎君。 

○１１番（眞壁俊郎君） 市民をバックアップして

いくということでありますので、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。 

  続いて、４番目の那須塩原市の特性である農林

業の観点からということでございます。バイオガ

ス発電、また地産地消、森林の整備、こんなこと

を考えていきたいということかと思います。 

  私、なぜ農林業の観点から地球温暖化をとらえ

たかといいますと、先ほども出ておりますが、地

域の特性、こういうところからとらえたわけでご

ざいます。農業の生産額は県内でナンバーワンで

あります。農業や那須塩原市の自然というのは、

他市とか他県に誇れる那須塩原市の大変重要な産

業と財産と、常々考えております。皆さんも同じ

考えを持っている方もいるかと思います。 

  フードマイレージという言葉は聞いたことがあ

るかもしれません。地産地消に近いんですが、知

っていると思いますが、生産地から食卓までの距

離が短い食料を食べたほうが輸送に伴う環境への

負荷が少ないという仮説から生まれた言葉だそう

でございます。まさに地産地消と同じ考えだと思

います。 

  ちなみに、日本のフードマイレージ、これはア

メリカや韓国の３倍、フランスの９倍だそうでご

ざいます。群を抜いて世界のワーストワンという

ことでございます。やはり、地産地消政策、これ

は地球温暖化対策の有効な手段になると私も考え

ております。 

  特に、那須塩原市の持っている地域の特性、農

業、また温泉、森林資源、こういうものを活用し

ながら、ほかとはちょっと違った地球温暖化対策

が実施できないのかと考えたところでございます。 

  先日、ブランドづくりの観点から、農観商工連

携の組織を立ち上げるんだというようなお話があ

りました。ぜひ、こういう場に地球温暖化の観点

から、やはり、地域の活性化というのも含めて私

は検討していただきたいと思うんですが、こんな

ものについてはどのように考えるか、お聞きいた

します。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） ただいま県内の農

業の関係の話も出ましたけれども、平成18年の栃

木県の農業の算出額は2,600億円ぐらいなんです

が、その中で、那須塩原市が260億円を占めると

いうことで、栃木県の農産物の出荷額の10％が那

須塩原市というところでございます。 

  こういった中にありまして、ＪＡから情報をい

ただいたんですが、販売額から見ますと、時価消

費を除いて地産地消といいますか、地域で消費さ

れている量は20％程度ではないかというお話も伺

っております。 

  先ほど、議員のほうからもお話がありましたよ

うに、今後、この20％という数字をもっと地産地

消を進めることによって高めていくという必要が

あると思いますし、お話にありましたように、今

後、農観商工を事業の中でこれらの部分について

も取り組んでいきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 11番、眞壁俊郎君。 

○１１番（眞壁俊郎君） 農観商工のほうでも進め

て考えていきたいということでございます。 

  やはり、地球温暖化を考えるときに、地域とい

う特性をしっかり考えるということは必要なのか

と、私は思います。 

  続きまして、５番目の関係でございます。省資
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源、省エネルギーの推進の関係でございますが、

これにつきましては、現在、公共施設ですか、高

林小学校の太陽光、これは私も見てよくわかって

おります。 

  また、クリーンセンターの熱利用の発電ですか、

この発電は、今回も補正予算に1,900万円でした

っけ、その辺のお金が入っていたかなと思います。 

  もう一つ、西那須野調理場のオール電化ですか、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

  そういうことで、非常にそういう努力はしてい

るんだということでございますので、ぜひ今後と

も、そういう形の中で進めていただきたいと、こ

のように思います。 

  地球温暖化対策は、世界にとっても、日本にと

っても喫緊の課題であります。早急な対応が求め

られております。地球温暖化対策をマイナスにと

らえるのではなく、那須塩原市の発展の施策とし

て実行していただくことを強く要望しまして、こ

の項目は終わりにしたいと思います。 

  ２番の行財政改革について。 

  行財政改革については、行財政改革大綱のもと、

行政経営の目的である市民満足度の向上を図るこ

とを第一に、市民の視点から簡素で効率的な行政

の仕組みの構築や住民自治の確立を目指し、将来

にわたり持続可能な行政を経営するため改革を進

めております。 

  平成17年から21年度の計画の集中行財政改革プ

ランが平成21年度で最終年度を迎えることから、

実績の評価や今後の対応についてお伺いするもの

でございます。 

  ①集中行財政改革プランが本年度で終了します

が、次期集中行政改革プランの策定状況はどのよ

うになっているか。 

  ②市民との協働について、評価、課題はどのよ

うになっているか。 

  ③職員の意識改革について、評価、課題はどの

ように考えているか。 

  ④集中行財政改革プランの進捗状況及び実績の

評価、課題はどのように考えているか。 

  ⑤行政評価については、事務事業評価について、

平成20年より実施し、２年目を迎えているが、評

価、課題はどのように考えているか。 

  以上、質問いたします。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 大きな２番の行財政改

革につきまして、５点ほどご質問いただいており

ますので、順次お答えをいたします。 

  まず、①の次期集中行財政改革プランの策定状

況につきましては、那須塩原21、関谷議員の会派

代表質問などにお答えいたしましたとおり、現在

のプランを総合計画前期基本計画の計画期間にあ

わせて平成23年度まで２年間延伸し、引き続き行

財政改革に取り組むとともに、平成24年度からの

後期基本計画に連動させた次期集中改革プランを

策定し、総合計画の着実な進捗と行財政改革の推

進を図ってまいる考えであります。 

  続きまして、②の市民との協働についての評価、

課題とのことでありますが、集中行財政改革プラ

ンでは、市民との協働として、車座談義・職員地

域担当制など７つの取り組みを掲げております。

これらにつきましては、現在の計画期間である本

年度末までに改革改善が実施される見込みとなっ

ておりまして、当初の目的どおりに推進できたも

のと評価しているところであります。 

  特に、ごみの分別や指定ごみ袋制度につきまし

ては、多くの市民の皆様のご理解とご協力をいた

だいて推進しているところでありまして、改めて

御礼を申し上げる次第であります。 
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  今後の課題といたしましては、現プランにおい

て実施した市民との協働の取り組みをより確実強

固なものにするとともに、地域福祉や産業、観光、

教育、文化振興など、各分野で協働の取り組みが

拡大、推進されるよう努めてまいりたいと考えて

おります。 

  ③の職員の意識改革についての評価及び課題に

ついてでありますが、本市の人材育成は、平成19

年３月に策定いたしました那須塩原市人材育成基

本方針に基づき進めております。 

  現在までの取り組みで職員研修につきましては、

これまでの那須北ブロック研修、栃木県市町村職

員研修協議会研修に加え、市単独研修といたしま

して、平成20年度から新採用職員を対象といたし

まして消防体験研修を、さらに、係長級職員を対

象として法制執務研修を実施しているところであ

ります。 

  また、定年退職者の知識、経験を活用する再任

用制度は、平成19年度から実施いたしております。 

  このほか、人事評価制度につきましては、その

第１段階として、平成20年度及び21年度に姿勢・

適性評価の試行を実施いたしております。 

  これらの取り組みによりまして、職員の意識改

革や自己啓発が図られ、人材育成につながるもの

と考えております。 

  今後の課題といたしましては、研修ニーズの把

握や研修内容の充実、姿勢・適性評価の本格導入

に向けた評価者のレベルアップなどが挙げられま

す。 

  続きまして、④⑤の関係ですけれども、集中行

財政改革プランと事務事業評価の実績の評価、課

題につきましては、これも、さきの那須塩原21、

関谷議員の会派代表質問でお答えしたとおりであ

ります。 

  今後とも、行財政改革の推進に積極的に取り組

んでいく考えであります。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 11番、眞壁俊郎君。 

○１１番（眞壁俊郎君） この行財政改革につきま

しては、さきの代表質問で関谷議員、そして植木

議員と重複している部分もたくさんありますので、

この５項目、私のほうもありますが、全体的に再

質問していきたいと思います。 

  まず、次期集中行財政プランの策定の状況のほ

うからでございますが、２年間延長ということで

ございます。その延長に関して、プランについて

は、平成21年までの時期で、かなりの項目が入っ

ているのかなと思いますが、かなり終わっている

部分、進んでいる部分が今あるかと思いますが、

この２年間、どのような形で進めるのか、まずお

伺いしたいと思います。 

○議長（平山 英君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） これまでの進捗につき

ましては、関谷議員、それから植木議員の中でお

答えしてきたとおりなんですけれども、これから

２年間、22、23とやっていくわけなんですけれど

も、この中では、前期の今までやってきました21

年度までの事業の中で、ある意味では、手つかず

というものが五、六項目ほどあります。これまで

取り組んできたものを継続してやっていくと、こ

ういう内容もあります。 

  現在のところ、65項目ほどがあるかなと、こん

なふうに思っているんですけれども、それに加え

まして２年間延びますので、新たな視点で改革改

善が可能なもの、こういったもの等について、現

在、それぞれのセクションの中で検討をしていた

だいているとともに、市民の皆さんの懇談会があ

りますので、そちらでもご意見というか、ご提案

等をいただければということで、今後まとめてい

くと、このような予定でおります。 
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○議長（平山 英君） 11番、眞壁俊郎君。 

○１１番（眞壁俊郎君） 内容はわかりました。 

  65項目ぐらいということと、新しいものを今後

やっていくんだということでございますが、ちょ

うど、もう間もなく切れるという時期でございま

すので、やはり、私は、行政改革は行政にとって

は非常に重要な課題なんだろうと思います。特に

いろいろな問題がどんどん出てきているのも現状

でございます。ぜひ、この辺を早目に新しい項目

を見つけていただいて、この項目を進めていただ

きたいと、これは要望にしたいと思います。 

  行革プランにつきましては、総合計画と連動さ

せて今後作成していくということでございますが、

行財政改革の大綱も平成18年に多分つくられてい

るんだと思うんですが、この辺の変更については

考えているのかどうか、お聞きいたします。 

○議長（平山 英君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） ただいま議員からお話

がありましたように、大綱につきましても年限が

大分たつということで時代も変わっておりますし、

社会の状況も変わっていると、こういうことです

ので、大綱につきましても、総合計画の年度とあ

わせて見直していくと、こういう考えで進めたい

と思っております。 

○議長（平山 英君） 11番、眞壁俊郎君。 

○１１番（眞壁俊郎君） わかりました。 

  それでは、その関係で、２年後に向けて新しく

というような形になるかどうか、私もわかりませ

んが、ぜひとも、私は新しい形で進めていただき

たいと思っております。 

  行財政改革につきましては、先進的な取り組み

をしている自治体においては、この行財政改革の

推進に関する条例、こういうものを作成している

ところが出てきております。ここら辺については、

部長がご存じかどうか。 

○議長（平山 英君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） ずばり、この名の条例

というのは、私、勉強不足であれなんですが、い

ろいろまちづくりのタイトルがついた条例等は幾

つかは承知しておりますけれども、そういう中で、

こういったことも進めていくというタイトルと違

ったものは見かけたことはありますけれども、ず

ばり推進条例というのは、ちょっと承知しており

ません。 

○議長（平山 英君） 11番、眞壁俊郎君。 

○１１番（眞壁俊郎君） わかりました。 

  ずばりというのも、あるのはあるんです。この

条例につきましては、定めているものが大綱、ま

た計画の策定の手続、これに関する規定をしてい

る。まず、それが１つでございます。また、数値

目標に関する規定もしている。また、情報公開の

あり方、これについてもしていると。あと、私が

最大のこれから言いたいということなんですが、

第三者機関の設置についても、しっかり定めてい

る。こういう条例がございますので、ぜひ検討し

ていただきたいと思います。 

  その中で、やはり、評価とか監視というところ

で、現在、懇談会のほうがあるかなと思っており

ます。あの状況を植木議員のほうが聞いたら、年

に２回行っている。報告して、意見を聞いている

という形かと思います。 

  行政評価ということは、当然、内部だけではな

くて、やはり、外部の目が入らないと、しっかり

した内容にはならないんだろうと、私は思ってお

ります。 

  先日、早乙女議員も質問しまして、スクラップ

ビルドで廃止した事業はあるかというようなこと

がありまして、ないというような答えだったかな

と思います。私は、非常にこれは残念だなと思っ

ているところでございます。何のためのスクラッ



－211－ 

プビルドなのかなと思いまして、やはり、必要の

ない事務事業については、思い切って廃止する、

そういうことも、やはり必要なんだろうと思いま

す。やはり、内部の目だけだと、そういう思い切

った施策ができない。私は、そのように感じまし

た。非常に歯がゆいなという思いをしました。 

  この外部の目というか評価、監視、これについ

てどのように考えるか、お聞きしたいと思います。 

○議長（平山 英君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 先ほどの質問と重複す

る部分もお答えさせていただきますけれども、行

革の策定の手続、数値目標、それから情報の公開、

第三者機関の設置と、こういうことを条例で定め

た市町村があるんだと、こういうことですけれど

も、私どものシステムの中にも、これらは全部組

み込まれておりますので、こういった部分は条例

まで定める必要があるかは別といたしまして、内

容的には、こういう内容でやっているということ

で同じだと思っております。 

  それから、第三者機関のお話なんですけれども、

懇談会を設けて現在やっているわけですけれども、

今年度も今まで２回やりまして、今後３回目、年

明けにやっていくと。 

  こういうことで、１つは、そういう第三者の目

といいますか、そういう部分では情報の公開はし

ているつもりですし、さらに、集中プランにつき

ましても公表しているわけでありまして、広報、

ホームページ等でもやっていますので、そういう

中でもいろいろご意見等をお伺いできる機会はあ

るのかなと、こう思っております。 

  そういう中で、このプランもそうですが、事務

事業評価等につきましても、将来的には第三者機

関、こういったところの評価を受けるのもシステ

ムの視野には入れておりますので、追々やってい

きたいと、こんなふうに思っております。 

  ただ、事務事業評価につきましても、今回初め

て公表させていただきまして、この間、全協でも

ご説明し、ホームページ、さらには全評価シート

も閲覧していますので、そういう中でもいろいろ

ご意見等を拝聴しながら進めていくと、こういう

ことで、先ほど、廃止のほうがなかったというこ

とで、ちょっとお話がありましたが、日々の中で、

事務事業、それぞれずばり事業名が消えるという

のは、なかなか市民生活に直結した業務を担当し

ておりますので、そういったものがどんどんあら

われてくると、こういうのは、ほかの民間と比べ

ては少ないのかもしれませんけれども、そういう

ことで、日々、そういった事務事業の統合とか、

そういったものはやっているつもりですので、そ

ういうことで今後とも進めていきたいと思ってお

ります。 

○議長（平山 英君） 11番、眞壁俊郎君。 

○１１番（眞壁俊郎君） 内容はわかりました。 

  やはり非常に外部の目というのは大切なんだろ

うと、私は思いますので、ぜひ、なかなか、いつ

どうするというところも今聞かれなかったんです

が、ぜひ、そういう部分で私は入れていただきた

いと、これも強く要望したいと思います。 

  続きまして、職員の意識の改革の関係でござい

ますが、人材育成基本方針にのっとり、今やって

いるということでございますが、評価ということ

で人事評価というのがありましたが、職員の意識

が変わった、こういうことを検証するのは、私は

非常に難しいかなと思うんですが、この辺につい

ては、どのような考えがあるのか、お伺いしたい

と思います。 

○議長（平山 英君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 行財政改革プランの中

の職員の意識改革ということでございますけれど

も、職員の意識改革は、とりもなおさず、職員全
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員が市民サービスがひとしく同じようなサービス

が提供できるようにということで、意識を改革し

ていく必要があるのではないかということから始

まっているというふうに考えております。 

  その中で、具体的にどういうふうな施策で意識

改革をしていくのかということでありますけれど

も、先ほど、企画部長から話がありましたように、

１つとしては、人事評価制度の確立をしていく。

もう一つは、再任用職員を採用していくというこ

とあわせて、３つ目に、研修制度を充実していく

ということになるわけでございます。 

  人事評価につきましては、当初、言いましたよ

うに、職員に優劣をつけるための人事評価という

ことではありませんで、あくまでも、市民サービ

スがひとしくできるような形で整合的に立ち上げ

ていこうというのがスタートでありますので、現

在、第一段階というふうな形で行っているのは、

仕事に向かう姿勢でありますとか、当然、職場に

おいてはそれなりの資質というもの、ツールとい

うものも当然ありますので、そういったツールが

十分に発揮できるかどうかというようなところを

評価していくということであります。 

  現在の中での課題ということで言いますと、当

然、評価する側と評価される側という形になりま

すので、評価される側よりも、評価する側、いわ

ゆる管理職の中で、どうしてもまだ５段階で評価

しているわけですけれども、５段階の評価が少し

ばらつきがあるということで、20年、21年という

ことで研修しまして、最近は、少しそのばらつき

も少なくなってきたというようなことであります

ので、そういったばらつきを少なくしながら、仕

事に向かう姿勢、そういったものをレベルアップ

させていくということで人事評価は進んでいると

いうようなことでございます。 

  それから、研修制度については、昨日も制度に

ついての話がありましたけれども、一番の課題と

しては、研修は何のために行うのかというと、そ

れは、職場の中で生かせるために研修を受けるわ

けでございますので、ただ単に研修を行っている

ということではない。少なくとも、職場の中で得

た知識、そういったものが職場の中でどういうふ

うに生かせているのかという評価がまだできてい

ない。そういったことの評価がまだできていない

ので、そういったものが課題として現在残ってお

りますので、引き続き、職員の意識改革について

はやっていきたいというふうに考えております。 

○議長（平山 英君） 質問の途中ではありますが、

ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０１分 

 

再開 午前１１時１１分 

 

○議長（平山 英君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発言の取り消し 

○議長（平山 英君） 11番、眞壁俊郎君。 

○１１番（眞壁俊郎君） 先ほど、発言の中で一企

業としましてＰＲ及び利益誘導的な発言がありま

したので、発言を取り消したいと思います。 

  内容のところは、西那須野共同調理場というと

ころでございます。 

  以上でございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

○１１番（眞壁俊郎君） それでは、続きまして、
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再質問していきたいと思います。 

  職員の意識改革については５段階でということ

で、私も学生時代を思い出しまして、５段階で評

価されるというのは非常に嫌なもので、なかなか

難しいと思いますが、それで給料が変わると、そ

ういうことはないということでございますので、

ぜひしっかりした確立をしていただきたいと、こ

のように思います。 

  まさに、今の行財政改革は、その果実が行政サ

ービスの向上という形で住民に還元されたり、逆

に、財政再建のための増税という形で住民の痛み

や負担を強いられたりいたします。市民との協働

を市長は大きく掲げておりますので、ぜひ多くの

住民がかかわり合えるような行財政改革、こちら

を進めていただくことを要望しまして、この項目

については終了したいと思います。 

  ３番目の平成22年度予算編成につきまして、民

主党連立政権となり、今後、地方分権の行方や地

方財政にどのような影響が出てくるのか、現状で

ははっきりわかっておりません。 

  しかし、国の補正予算執行凍結、子ども手当の

創設、揮発油税等の暫定税率の廃止、地方交付税の

取り扱いなど、どのように決まっていくのかを注視

し、確実な行財政運営を実施しなければなりません。 

  平成22年度予算編成については、国の状況が不

透明の中で、大変難しい予算編成になることから、

お伺いするものでございます。 

  ①当初予算の編成方針並びに概要について、ど

のようになるか。 

  ②現時点での歳入の見積もり及び徴収状況はど

のようになっているか。 

  ③平成21年度の予算の執行状況はどのようにな

っているか。 

  以上、質問いたします。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 平成22年度の予算編成

についての中で、当初予算の編成方針並びに概要

につきましては、12月７日、那須塩原21、関谷議

員、それから清流会の植木議員の会派代表質問に

お答えしたとおりでございます。 

  現時点での歳入の見積もり及び徴収状況、それ

から21年度の予算の執行状況、これにつきまして

はあわせてお答えしたいと思います。 

  平成21年度の12月補正前の歳入の収入率につき

ましては、一般会計で50.5％となっております。

また、市税の徴収率は56.4％でございます。 

  歳入の見積もり、とりわけ市税におきましては、

中小企業ばかりではなくて、主要企業の業績も厳

しい状況が続いておりまして、12月補正予算に法

人市民税４億円を減額計上させていただいたとこ

ろでございます。さらに減収があるのではという

ふうに見込まれるところでございます。 

  次に、平成21年度の予算の執行状況でございま

すけれども、一般会計歳出につきましては52.6％

ということになっております。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 11番、眞壁俊郎君。 

○１１番（眞壁俊郎君） それでは、②のほうを再

質問したいと思います。 

  一般会計の収入率が50.5％、市税の徴収率

56.4％ということかと思いますが、１つは、特別

会計のほうの関係もちょっと教えていただきたい

と思います。 

  もう一つが、それに対して、去年の同時期はど

のぐらいになっているのかということをお聞きい

たします。 

○議長（平山 英君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） それでは、昨年度との

比較ということでお答えしたいと思います。 



－214－ 

  市税の関係でございますけれども、10月末現在、

本年度56.36％ということで、昨年同期58.05％と

いうことで、マイナス1.69％ほど落ちておりまし

て、比較いたしますと、６億3,300万円程度の収

入が落ちているというところでございます。 

  次に、国民健康保険の関係でございますが、国

民健康保険につきましては、本年度10月末現在で

26.42％、昨年10月末現在で26.99％ということで、

率的には0.57％ほど下がっておりますが、収入に

ついては1,000万円ほどふえているという状況で

ございます。 

  次に、後期高齢の関係でございますけれども、

これにつきましては今年10月末で49.22％、それ

に対しまして、昨年51.59％ということで、

2.37％ほど落ちておりまして、金額的には500万

円程度落ちているということでございます。 

  次に、介護保険料の関係ですが、同じく

47.83％に対しまして、収納額的には比較いたし

ますと、3,600万円ほどふえているというような

状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 11番、眞壁俊郎君。 

○１１番（眞壁俊郎君） やはり、軒並み、この不

景気が直撃ということで減少しているという形か

と思います。 

  そういう状況を見て、来年度の歳入の見積もり

というか、これについて、主なもので結構ですが、

もし数字が出ているのがあれば、市税、地方譲与

税、地方交付税、国庫支出金と県支出金について

はちょっと難しいかと思いますが、その辺で、も

し見通しがあるものがあれば、お聞きいたします。 

○議長（平山 英君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 基本的に、通常ならば、

総務省から12月までには地方財政計画の会議があ

ったり、それを受けて、県のほうでは関係する財

政担当課長会議ということで、地方財政計画を出

して、地方がどのぐらいの予算規模になるのか、

地方にどのぐらいに予算規模が出るのかというこ

とがはっきりしてくるわけですけれども、今年度

につきましては、市長から話がありましたように、

国のほうの方向が見えない、不透明だというとこ

ろでございますので、あくまでも、そういったこ

とから言うと、推計といいますか、見積もりとい

う形になってしまいますけれども、そんな中で、

本市として考えておりますのは、市税としては、

21年度予算額で185億円ほど予算額を計上してお

りましたけれども、こういう状況ですので、法人

市民税、個人市民税を合わせて約10億円ほど落ち

るのではないかということで考えております。 

  その形で言いますと、例えば地方消費税の交付

金などにつきましても、本年度は11億5,000万円

ほど計上させていただいておりますが、消費が低

迷しているというようなことから、この地方消費税

の関係も下がるのではないかということになります。 

  反対に、市税が落ちていくということになりま

すので、当然、交付税は措置がされるというふう

に考えておりますし、また、先ほどの報道等を読

みますと、地方交付税については率を上げるとい

うような報道もありましたので、その辺から見ま

すと、地方交付税につきましては、６億円から７

億円ほど上がるのではないかというふうに思います。 

  ただ、地方交付税の伸び率と税を比較しますと、

とても税のほうの落ち率が大きいというようなこ

とになりますので、一般会計だけで言いましても、

21年度につきましては270億円ほどあったわけで

すが、22年度については、約10億円程度落ちた

260億円程度の一般財源になってしまうのではな

いかというふうに考えております。 

  一般会計総体につきましては、現在、予算編成

中でございますので、どのぐらいになるかという
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ことは、今の段階では、まだはっきりわかってお

りません。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 11番、眞壁俊郎君。 

○１１番（眞壁俊郎君） まさに今、国の情勢が全

くわからないという状況の中で、非常に難しい予

算編成をしているんだろうと思っております。 

  その中で、逆に、今言われたように、大変市民

税の落ち込みとか、交付税に関してはプラスにな

るのかなと思いますが、基本的には、歳入が非常

に少なくなるんだろう思っております。そういう

中で、こういうときこそ基金を取り崩していくと。

また、起債についても多分発行するようになるか

と思いますが、そういう状況かと思います。歳出

面において、やはり、大変厳しい状況だろうと思

っております。事務事業はしっかりやっていくん

だという市長のお話がありましたが、そのような

中で、先日、早乙女議員からありました事業仕分

け、国費をいただきましたが、私は、税金の無駄

遣いを徹底的になくす。そういう目的で、事業仕

分けを国としては実施しました。いろいろな賛否

両論がありますが、国の予算編成がまさに国民の

前に情報公開され、論議された。こういうことは、

私は多いに評価するところだと思います。 

  他自治体の中でも、この事業仕分けについて実

施する。足利あたりはしたんですかね。そういう

ところが出ております。事業仕分けについて、市

のほうの考え方があれば、お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（平山 英君） 市長。 

○市長（栗川 仁君） 皆さん、ご案内のように、

60数年続いた政権が８月30日の衆議院選挙で政権

交代ということで、これは、国民が選んだ方法で

ございまして、国民から言えば、改革を求めたと

いうふうに思っております。その結果があらわれ

たものというふうに認識します。 

  そういう中で、今回、政策が変わるものですか

ら、我々、行政をあずかる側は大変苦慮しており

ます。これまでやっていた方法でなくなるという

ことで、先ほども話がありましたように、情報も

入ってこない状況で、これまでですと、関係国会

議員に聞けば、こんな方向で進みますよというよ

うな話も聞けたわけでございますけれども、今回

は、広報と申しますか、国民に知らせる場所が限

られたところからしか出てこない。それ以外は、

ほとんど新聞等にも出てこないという状況で、仕

分けがそういう中で国のお金は公費ということで、

ここで無駄がありますよという仕分けだそうでご

ざいまして、この仕分けの方法がいいか悪いかは、

私は評価することではございません。 

  ただ、地方行政の中でも仕分けをどうするんだ

という意味の質問かなと思っております。私とい

たしましては、当然、国会の運営というものは、

議会民主主義という形の中で非常に内閣制を敷い

ております。当然、自分たちが提案をしまして、

それを議決してやっていくというのが国のやり方

でございまして、私どもとしては、直接選挙を受

けておりまして、当然、提案内容を決定いたしま

して、議会の議決をいただいて執行していくとい

う形で、執行の方法は多分ちょっと違っていると、

私自身は認識しております。 

  そういう中で、この仕分けについてでございま

すけれども、先ほどからさまざまな行政機構の改

革大綱等がいいのか、条例がいいのかというさま

ざまな意見もございますけれども、私どもといた

しましては、当然、議会の皆さんにお示しして、

こういうことで決定していただきたいという中で

は、行政機構改革大綱あるいは集中行政改革プラ

ン等を示しながら、その中で、当然、仕分けも含

めてやっているというふうに認識をいたしており
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ます。どの部分を切ったのか、切られるのかとい

う話になりますと、さまざまありますけれども、

そういう意味で、私は仕分けはしているという認

識をしておりますし、当然、補助金等の見直しも

しますということも公表しておりますし、ちょっ

とおくれはしておりますけれども、そういう意味

で、その年度、年度に行政としての仕分けは私は

やって、議会の皆さんにお示しをしながら議会運

営をしているというふうに認識して進めていると

ころでございます。 

  議員の皆さんからは、さまざまな毎回15人、17

人という意見が示されます。そういう中から、全

部やれないのも仕分けのせいかもしれませんし、

考え方からいけば、そういう中での判断も私ども

しながら、皆さんの意見を聞きながら行政運営を

行っておりますので、仕分けがいいか、悪いかと

いう話ではなくて、仕分けは当然、私はしている

というふうに認識しておりますので、ご理解をお

願いしたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 11番、眞壁俊郎君。 

○１１番（眞壁俊郎君） 仕分けは庁内でしっかり

やっているということかと思いますが、先ほども

行財政改革の中で、やはり、外部の目というのは、

非常に私は重要だろうと思っておりますので、ぜ

ひそちらも外部の目は入っていませんので、仕分

けも入っていないということになると、やはり、

私は、そういうものがこれから大事になるんだろ

うと思いますので、ぜひ、これは要望したいと思

います。 

  大変厳しい予算編成になると思いますが、職員

の皆様の英知を絞っていただきまして、市民生活

に不足が出ないような予算編成をしていただける

ことを私からお願いしまして、一般質問を終了し

たいと思います。 

  ありがとうございました。 

○議長（平山 英君） 以上で、11番、眞壁俊郎君

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 鈴 木 伸 彦 君 

○議長（平山 英君） 次に、２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） こんにちは。議席番号２番、

鈴木伸彦でございます。 

  通告書に基づき、大きく分けて４つの事項につ

いて質問をさせていただきます。 

  初めに、まず１番、保育園の民営化について。 

  社会情勢の変化に伴い、保育園への入園希望者

がふえております。また、補助金の削減を理由に、

市設保育園の民営化もやむなしとしているようで

すが、そこでお伺いいたします。 

  ⑴入園希望者数の現在の状況と今後の予測。 

  ⑵民営化による市のメリット、デメリットは何

か。反対に、保護者、児童にとって想定されるメ

リット、デメリットは何か。 

  ⑶民営化を進めるに当たり、期間を平成21年度

から平成28年度とした理由は何か。 

  ⑷市内15施設のうちの半数程度を民営化した理

由は何か。 

  ⑸初めに、ゆたか保育園とした理由は何か。 

  ⑹移管先事業者は、保育内容を引き継ぐため、

移管日の３カ月前から保育士を派遣するとあるが、

どのように引き継ぐのか。 

  ⑺現在の常勤職員、非常勤職員の雇用待遇は、

引き継ぎ後、どのようになるのか。 

  ⑻大田原市、矢板市等の民営化の進行状況とそ

の結果は、どのようにあらわれているか、調査を

しているでしょうか。していれば、その結果につ

いてご報告をいただきたいと思います。 
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  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（平山 英君） ２番、鈴木伸彦君の質問に

対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） ２番、鈴木伸彦議員の市政

一般質問にお答えいたします。 

  まず、大きな１の保育園の民営化について８点

ご質問がございますので、順次お答えをいたしま

す。 

  まず、⑴の入園希望者数の現在の状況でござい

ますが、10月１日現在の園児数は2,230人で、そ

のほかに今年度の入園を希望している園児が143

人おりますが、国の定義で言う待機児童は、その

うち46人となっております。 

  今後の予測につきましては、現在の社会情勢を

考慮しますと、子どもの数は減少傾向にあっても、

当分、入園希望者は減らないものと考えておりま

す。 

  ⑵の民営化による市、保護者、児童にとっての

メリット、デメリットについてでありますが、市

としてのデメリットは特にございません。 

  メリットは、公立保育園の場合、運営経費と施

設整備に対する国県の補助がありませんが、民間

保育園に対しては補助がありますので、一般財源

の充当が少なくて済むところであります。 

  保護者、児童にとってのメリット、デメリット

ですが、既に、民間保育園が市内に５園あり、

400人（全体の約20％）を超える園児がおります

が、保護者からデメリットがあるという話は聞い

たことがございません。さまざまな特別保育を実

施しているなど、保護者のニーズに対して柔軟な

対応ができるメリットがあると考えております。 

  ⑶の民営化の期間を平成21年度から28年度にし

た理由につきましては、市の総合計画と整合性を

持たせるためのものであります。 

  ⑷の民営化を市内15施設の半数程度とした理由

については、園児数の推移や地理的条件等を考慮

して概ね半数としたところであります。 

  ⑸のゆたか保育園を民営化の最初とした理由に

つきましては、保育園整備計画書にありますとお

り、保護者会との協議が調ったところから進める

こととなっており、５回にわたる説明会を重ね、

保護者会の理解が得られたからであります。 

  次に、⑹の移管先事業者は保育内容をどのよう

に引き継ぐかとのことでありますが、移管に当た

っては、市の臨時職員で移管後も引き続き、ゆた

か保育園で就労する職員を除き、必要な職員は事

業者が新たに採用することになります。 

  新規に採用された職員が移管後の保育を円滑に

行うためには、事前に園児１人１人の個性を把握

し、園児との信頼関係を築くことが重要となりま

す。このため、事業者が新規に採用した職員を３

カ月間、ゆたか保育園に派遣し、市の職員と合同

で保育を実施することにより、円滑な引き継ぎを

していきたいと考えております。 

  ⑺の現在の常勤職員、非常勤職員の雇用、待遇

についてでありますが、市の正職員は、移管後は

他の公立保育園へ異動します。臨時職員につきま

しては、移管後もゆたか保育園での就労を希望す

る職員は、移管先事業者に積極的な雇用を要請い

たします。 

  ゆたか保育園での就労を望まない職員は、ほか

の公立保育園での採用を検討してまいります。 

  また、待遇等につきましては、事業者に対し、

現行の待遇を基準として、できる限り、現行水準

を維持するよう要請してまいります。 

  ⑻の大田原市、矢板市などの民営化の進行状況

とその成果についてでありますが、大田原市は、

８園のうち平成17年４月に１園民営化をしており、

矢板市は、４園のうち平成15年４月に１園、平成
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18年４月に１園の計２園を民営化いたしておりま

す。それぞれの保育園は、現在も順調に運営され

ており、問題はないと伺っております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（平山 英君） ２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） 一度に８問の質問をしたわ

けですが、まず、私の質問をした基本となる考え

方は、きのうの新聞に、国の施策として、保育サ

ービスの充実で女性の就労支援をしようとか、そ

れから、保育園と保育所の一元化ということで出

ておりました。また、少子化ということが叫ばれ

ております。そういった中で、この那須塩原市が

少しでも少子化対策がとれて、子育てがしやすい

市になっていったらいいのではないかと、そうい

うところから質問をさせていただいております。 

  まず、⑴の入園希望者の現在の数と現状と今後

の予測というところでは、先ほど、今年度は163

人の待機児童がいて、そのうち市のほうで待機児

童と認めているものが46人というような数字だっ

たかと思うんですが、これについては、来年度の

４月以降、この46という数字はどのように動くと

予想されているか、お聞かせ願えますか。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） まず最初に、今年

度、入園を希望している方は163人ではなくて、

143人の方でございますので、ご訂正をお願いし

たいと思います。 

  それから、来年の待機児の状況がどうなるかと

いうことでございますが、先ほど言いましたよう

に、10月１日現在で46人が国の定義で言う待機児

童ということになっておりますけれども、現在、

来年度の保育園の入園の申し込みを第１次受付、

第２次をやっております。これから年が明けてか

ら第３次の申し込みをやるわけですが、その辺の

関係で、まだちょっとどの程度が入園できるか、

あるいは申し込み者と入園児との関係が今のとこ

ろ、明確な数字は出せない状況でございますが、

先日もお答えいたしましたように、来年の４月１

日に民間の新設の保育園、80人の定員でございま

すが、そちらが開園いたしますので、その辺につ

きましては、今までよりも定員もふえますし、４

月１日現在ですと115％、いわゆる定員の15％増

までの入園というのができますので、ことしの４

月から比べますと、その点では大分楽になるので

はないかと思っております。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） ２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） 46名よりも少なくなるとい

うことで了解しました。 

  ２番のほうに移らせていただきます。 

  民営化による市のメリット、デメリットという

点については特にはないけれども、補助という面

で一般財源のほうが少し楽になるというような答

弁だったかと思います。これは、園児１人当たり

幾らぐらいで、年間、那須塩原市全体の園児で、

全体的には市の半分の幼稚園を民営化するという

ことですから、達成したときの市の財源の補助金

の中で有利な額というのは、お幾らになるのでし

ょうか。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） また訂正をさせて

いただきたいんですが、来年の４月に46人より少

なくなるかどうかというのは、ちょっと確定でき

ませんので、明確な答えはできませんので、その

辺だけはお含みおきいただきたいと思います。 

  ただ、80名の定員の新設の保育園ができますの

で、ことしの４月よりは多分よくなるのではない

かという状況だということでございますので、人

数が46人より上回るか、下回るかまでは、ちょっ

と確定できませんので、お含みおきいただきたい
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と思います。 

  それから、公立保育園を民営化し場合の市の財

政的な負担がどれくらい軽くなるかというご質問

でございますが、これは、年度よりまして、若干

増減がありますが、平成19年度の決算から申し上

げますと、園児１人当たりで計算いたしますと、

年間約25万円前後、市の負担が軽くなる。したが

しまして、100人の保育園１カ所分だとしますと、

2,500万円程度が市の一般財源の負担はなくなる

ということになります。定数がいろいろ保育園に

よって90名ですとか、120名ですとか、100名です

とかまちまちでございますので、仮に半数程度と

いうお話がございましたが、100人ということで

いきますと、仮に７園やったとすれば、それの

2,500万円の今の時点でいきますと７倍、１億

7,000万円程度になるかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） ２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） もう一度、確認したいんで

すが、１人当たり年間で25万円ということでよろ

しいですね。 

  それと、15園での園児の総数について、お答え

いただけますか。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 園児の数につきま

しては、最初、市長のほうから言いましたように、

10月１日現在で2,230人でございます。 

○議長（平山 英君） ２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） わかりました。ありがとう

ございます。 

  ということは、半分を目指すということは、財

政的に2,500万円ほど市の一般財源が有利になる

というふうに、半分だから、１億7,000万円とい

うことで了解しました。 

  また、民間に移ったからといって、特にメリッ

ト、デメリットを考えたときに、デメリットはな

く、メリットのほうが多いのではないかというよ

うなお答えもいただきました。 

  ⑶に移らせていただきますけれども、こういっ

た公営より国の政策で、補助金の制度が市への補

助を少なくして、民間への補助が多いというか、

それまでと同じということだと思うんですけれど

も、そういうふうになった時期というのは、いつ

か、お答えいただけますか。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 以前は、公立保育

園につきましても、国のほうから運営費の２分の

１、あるいは県から４分の１という運営費の補助

があったわけですが、国全体の中で政府の方針の

中で、官から民へというような流れの中で、今ま

でにも何度か出てきている言葉ですが、三位一体

の改革というのがなされまして、公立保育園に対

します運営費補助というもの、あるいは設備の補

助も含めてなくしたというのは、多分、私の記憶

だと、平成15年度に通知が来たと思いますから、

16年度からだったのではないかと思っております。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） ２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） そうしますと、実施に当た

っては六、七年たっているという認識でよろしい

ですね。 

  それでは、３番はよろしいです。 

  ４番なんですが、半数程度は、今後の動向を見

てやられたということですけれども、これは、全

部とまではいかないと思うんですが、もう少し財

政的に有利であれば進めるという意向はあるんで

しょうか。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 現在、市の公立保

育園が15カ所あるわけですが、保育園整備計画の
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中で半数程度ということにしておりますのは、先

ほど、市長のほうから答弁しましたように、地域

性の問題ですとか、設備の問題も含めるわけです

が、１つには、地域性といいますのは、将来的な

園児数の確保を見込みますと、都市部といいます

か、人口がいっぱいいるところには園児数も多い

わけですが、周辺部、農村部におきましては、な

かなか園児数がそんなには見込めないというとこ

ろがあります。そうなりますと、民間事業者の参

入がなかなか難しいだろうというのも、まず１点

あります。 

  それから、もう１点は、公立保育園そのものを

全部なくしてしまっていいのかという問題もあり

ますので、公立保育園としての役割というのもあ

るかと思います。例えば、子育て支援の問題もあ

るんですが、保護が必要な児童ですとか、支援が

必要な児童などに対しましては、やはり、公立保

育園のほうが積極的に対応していくというような

ことも踏まえまして、半数程度というふうにして

いるところでございます。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） ２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） 了解いたしました。 

  ５番は、協議が調ったところからということ、

それから、６番については、すり合わせを、つな

ぎがよくいくというような内容だったと思います。 

  ７番については、非常勤の方については、引き

続きその現場にいるか、新しいところに行けるよ

うにしていただくというようなお話だったと思い

ます。 

  ８番については、大田原は既に１カ所だけ行っ

ている。矢板については、４園のうち２園が実施

が済んでいるという答えだったかと思うんですが、

まず、今の若い人たち、今、子どもを生んで子育

てを始めた人たちの生活とか収入というものが、

大分ここ数年変わってきているだろうと思います。

その中で、保育園の待機児童ということが大きく

取り上げられていると思うんですが、市としては、

先ほど、また同じぐらいではないかというんです

が、もっと積極的に待機児童をゼロに、ゼロがい

いのかどうかまた別なんですが、そちらの方向に

もっと大きく踏み出していってはどうかなと思い

まして、そういう意味では、民営化も悪くなし。

財政的にもいいというのであれば、ある程度、お

金が浮くということもあると思いますので、民営

化もあわせて、新しく民営が１園できるというこ

とも聞いていますが、それを加速させていくよう

な考えはあるかどうか、お聞かせ願えますか。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 待機児童の解消策

の関係でございますが、一昨日でしたか、若松議

員の質問にもお答えしたかと思うんですが、今ま

でにも新設の民間保育園の開設に対する助成です

とか、あるいは建てかえの助成等を行いまして、

定数の拡大というのを図ってきました。 

  先ほど言いましたように、来年４月に80名の新

しい民間の保育園ができます。さらに、その後に

つきましても、民間の新設の保育園の計画という

のもございますので、そういった民間活力を導入

させていただきながら、待機児童の解消というも

のには努めていきたいと思っております。 

  それから、もっと公立保育園の民営化をどんど

ん進めてはというお話かと思うんですが、先ほど、

市長のほうから最初に答弁いたしましたように、

前期計画では５カ所の保育園を民営化にしていく

という計画を立てております。 

  ただ、その中で、一番やはり重要なのは、保護

者会等との協議が調ったところからということで

ございますので、拙速に無理やりということでは

なくて、よくご説明をさせていただいて協議をさ
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せていただいて民営化を進めるという手法でいき

たいと思っておりますので、どんどん進めていく

という考え方では今のところはございませんで、

計画にのっとって、保護者会の方々とご相談、ご

協議させていただきながら進めていただきたいと、

このように考えております。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） ２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） 今の答弁ですと、どんどん

進めるのではなくて、前期計画にのっとって順次

進めていくというようなお答えだったかと思いま

す。 

  合併したのが平成17年１月１日ということです

から、それから計画がなされているということは

存じておりますが、国の政策としては、先ほどの

お答えのとおりだと思うんですけれども、15年の

ころからこの考えはあったということですので、

国の方針にのっとって、国がそういう考え方をし

ているのであれば、やはり、私は進めていく方向

で考えていただきたいなと。それから、現実に、

景気が悪くて、その中でやっと雇用を見つけたと

か、子どもの出産で休養をとって復帰するにも、

本人の問題はあるにせよ、どこかに入れないと職

場に復帰できないという切実な問題とかがあると

聞いておりますので、何とかそういう問題がない

ように、若い人たちが子育てのしやすい那須塩原

市というふうに私は思いますので、できたら、そ

ちらのほうに親への説明も大事だと思うんですが、

その説明の仕方にも、前向きに広く、この辺に限

ってとかではなくて、方針を打ち出して説明する

ことによって、理解を深めることができるのでは

ないかと思いますので、私は、そのようにやって、

私の考えですけれども、やっていただければあり

がたいなということをここでお話しさせていただ

いて、１番については終わらせていただきたいと

思います。 

○議長（平山 英君） ここで昼食のため休憩とい

たします。 

  午後１時再開といたします。 

 

休憩 午前１１時５８分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（平山 英君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  ２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） 食事が終わったところで、

給食費の滞納と食育ということについて移らせて

いただきます。 

  まず初めに、私の２の項目の質問の内容の⑷の

ところを見ていただきたいんですが、「いわゆ

る」の後の言葉、これを訂正させていただきたい

と思います。「ひとり親」というふうにさせてい

ただきます。 

  では、進めさせていただきます。 

  ２、給食費の滞納と食育について。 

  全国的に給食費の滞納がふえている現況の中で、

那須塩原市は、宇都宮市に次ぐ滞納の多い市とい

うデータがあります。少子化が進む中で景気が低

迷している状況下において、子育てという観点か

らお伺いしたいと思います。 

  ⑴滞納者の現状と推移、年度額の推移は。 

  ⑵その徴収方法と実績、卒業した場合の対応は。 

  ⑶滞納理由は何か。それらの保護者の理由に収

入は考えられるか。あれば、その収入額について。 

  ⑷いわゆるひとり親の生徒児童の数と推移及び

収入との因果関係は認められるか。 

  ⑸滞納の事実を児童生徒は知っているか。その

ことがいじめの原因や児童生徒の心の障害となっ
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ている様子はないか。 

  ⑹食材、光熱費、人件費、運搬費等すべての経

費を含んだ１食当たりの単価について、わかれば

教えていただきたいと思います。それと、共同調

理方式と自校式のメリット、デメリットについて

もお願いいたします。 

  ⑺栃木県内の他市町村の１食当たりの単価の比

較データがあれば、これもお願いいたします。 

  ⑻「弁当の日」といった名称で児童がみずから

弁当をつくり、学校へ持っていくという食育教育

があるのですが、ご存じでしょうか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（松本睦男君） それでは、大きな２の

給食費の滞納と食育について８点ほど質問がござ

いますので、順次お答えいたします。 

  まず、⑴滞納者の現状と推移につきましては、

平成17年度の給食費未納額は488万7,008円で、滞

納者数は200人であります。 

  また、18年度でありますが、同じく421万126円

で滞納者は153人、19年度、滞納額が356万3,589

円で118人、20年度、314万447円で124人となって

おり、額につきましては、毎年減少傾向にありま

す。 

  ⑵の滞納の徴収でありますが、滞納分の徴収に

つきましては、本庁及び西那須野庁舎に会場を設

けまして、面談による納付相談を実施しておりま

す。また、相談に応じない保護者あるいは納付誓

約を履行しない保護者に対しましては訪問をいた

しまして、徴収や納付相談を行っております。 

  平成20年度における納付相談件数は117件で、

納付額は24万7,327円でありました。訪問徴収で

は、訪問件数68件のうち、納付されましたのは36

件で31万1,025円であります。 

  また、卒業後の給食費の関係ですけれども、引

き続き、督促状の送付を初め、電話催告や訪問徴

収を行っております。 

  ⑶の滞納の主な理由でありますが、滞納の主な

理由といたしましては、経済的な理由と保護者と

しての責任と規範意識の問題が考えられます。経

済的に納付困難な世帯に対しましては、就学援助

制度などに関する情報を提供しております。 

  なお、保護者の収入については、納付相談等の

中で状況を聞く程度でありまして、特に個々の収

入額については把握しておりません。 

  ⑷のひとり親世帯の関係の質問ですが、給食費

の滞納に関しましては、納付相談等を通じて家庭

の状況はある程度聞いておりますが、ひとり親世

帯の児童生徒数や収入については、特に調査集計

はしておりませんので、その世帯の収入と滞納と

の関係についてはわかりません。 

  ⑸の滞納について児童生徒は知っているかにつ

いてですけれども、各学校において納付が確認で

きない場合、児童生徒を通しまして保護者あてに

封書で通知をしておりますが、児童生徒がその内

容まで知っているかどうかは把握しておりません。

また、それがいじめの原因や心の障害になってい

るというような報告は受けておりません。 

  ⑹の平成20年度共同調理場における食材以外の

経費を含んだ児童生徒の１食当たりの単価であり

ますが、406円であります。 

  次に、調理方式でのメリット、デメリットの件

ですが、自校調理方式のメリットは、給食時間に

合わせた調理作業を行うことができ、適温で食べ

られることであります。また、児童生徒が調理過

程に接することができ、食育や健康教育を効果的

に実施することができます。しかし、食材購入が

少量なため、割高となるデメリットもあります。 

  これに対し、共同調理場方式では、食材等の購
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入が効率的で費用面では割安になります。また、

事務管理、労働管理の効率化が図られることがメ

リットであります。また、デメリットといたしま

しては、配送の距離が長くなるため、適温で食べ

ることが難しいことであります。 

  ⑺の栃木県内の他市町の１食当たり単価でござ

いますけれども、単価の比較データは把握してお

りません。 

  ⑻の「弁当の日」といった名称での食育教育に

ついてですが、県内では、宇都宮市が食育推進事

業として、平成20年度から取り組んでいるという

ことは新聞報道では聞いておりますが、詳細につ

いては把握しておりません。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） ２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） １番、滞納者の現状と推移、

年度額の推移というのは、私も細かく書き切れな

かったのでざっくりなんですが、金額的には減少

傾向で、人数的には横ばいか上昇ということでよ

ろしいでしょうか。 

○議長（平山 英君） 教育部長。 

○教育部長（松本睦男君） ただいま申し上げまし

たとおり、額につきましては、毎年減少傾向であ

ります。また、収納率を申し上げませんでしたが、

収納率につきましても、年々上昇しているという

状況であります。 

○議長（平山 英君） ２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） ということは、栃木県で宇

都宮に次ぐ滞納が多いという市ではありますが、

減少が見られるということは、執行機関としては

努力をしてきていると。その中での成果が少しず

つあらわれているというふうに、この場ではとら

えておきたいと思います。 

  ２番、その徴収方法、実績、卒業した場合の対

応はということですが、過去にさかのぼって、ど

こまで払わない場合、追及しているのか、お答え

いただけますか。 

○議長（平山 英君） 教育部長。 

○教育部長（松本睦男君） 給食費の額の時効とい

うものは２年ということでありますが、現在のと

ころ、それらによっての不納欠損処分はしており

ません。 

  よって、合併後、17年度からですけれども、ず

っとそのまま残っていると。残っている方は、ま

だそのまま残っていると、そういう状況でありま

す。 

○議長（平山 英君） ２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） ということは、徴収の担当

者にとっては、いつまでも未納の人がかかわって

いて、額と一緒に人数もどんどん累積していくと

いうことになっていると理解します。 

  次に移ります。 

  ３番、滞納の理由は何か。それらの保護者の理

由に収入は考えられるか。あれば、その収入額と

いうことだったんですが、滞納の理由については

２つほどあって、困窮的な部分と保護者の納入意

識のなさということに分けられるということだっ

たと思います。 

  もう一つは、収入に関しては、はっきりしたこ

とはわからないということだったと思うんですが、

先ほどの保育園のところでも触れましたけれども、

今の子育ての世代の人は、収入が必ずしも年齢が

上がると同時に基本給が上がるということではな

い。また、職を失うとか、そういったところがあ

って大変なところだと思うんです。 

  その中で、例えば給食費の問題に触れますけれ

ども、今回上がるということで、それについては

やむなしと、私は思うんですが、そういったとこ

ろで理由があるのかなと思ったんですけれども、

それは逆に余り関係ないのかなと思ったところで、
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基本的に、先ほどの対応、執行部側の対応として

は、ちゃんと相談にのっているということで理解

し、保護者の考え方が昔と違ってきているのかな

というふうにとらえますが、そこで、１つお尋ね

したいんですが、自校式であるところと、それか

ら、昔の黒磯地域、西那須野地域での滞納に何か

違った傾向はあるでしょうか。 

○議長（平山 英君） 教育部長。 

○教育部長（松本睦男君） 以前の、いわゆる合併

前の状況と現在の状況につきましては、比較検討

はしておりませんのでわかりません。 

○議長（平山 英君） ２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） 会計上、自校式、それから

共同調理方式の中での違いはあるでしょうか。 

○議長（平山 英君） 教育部長。 

○教育部長（松本睦男君） 会計の方法ですけれど

も、自校調理場方式、いわゆる塩原地区でござい

ますけれども、私会計ということで行っておりま

して、黒磯地区、西那須野地区は共同調理場方式

ということで、こちらは公会計ということでやっ

ておりまして、その状況を比較しますと、自校方

式のほうが収納率がいいと、そういう状況であり

ます。 

○議長（平山 英君） ２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） 恐らく、余り地域のことは

出さないほうがいいのかもしれませんけれども、

かなり塩原地域は収納率がいいような話を聞いて

おります。それに比べて、西那須野、それから黒

磯地域との違いがあると。私は、そこまでにして、

ここはやめておきたいと思います。 

  それから、⑷収入との因果関係はわからないと

いうふうにお答えいただきました。 

  それと、⑸滞納の事実は生徒は知っているかと

いうことでは、封書で送っているので、本人が知

っているかどうかはわからない。そのことがどう

かわかりませんが、そういったことで、子どもの

いじめや心の障害になっていないというふうにと

らえるということは、そのとおりで受けとめて、

これもよろしいのではないかと思います。 

  ここで１つ、某校長先生に伺ったんですけれど

も、卒業して社会人になって、自分の親が給食費

を払っていなかったということに気づいた本人は、

自分でそのことを知って払ったというような話も

聞いております。すごくいい話だなと思うので、

ここで披露させてもらいたいと思います。 

  それから、６番、給食費には、食材を除いて

406円ということですと、わかればですが、年間

の義務教育課程における給食費のかかっている費

用、総額を、私はちょっと計算するのが大変なの

で、答えられればお願いしたいと思います。 

○議長（平山 英君） 教育部長。 

○教育部長（松本睦男君） ただいまの議員の406

円の件ですけれども、食材を除いてと言いました

が、食材以外の経費も含めて１食当たりを出すと

406円でございます。 

  それで、給食費にかかる額でありますが、これ

は、食材以外を含めるということですから、職員

の人件費等も含みます。もろもろ含めまして、こ

れは共同調理場のほうですけれども、８億8,622

万6,387円となります。 

○議長（平山 英君） ２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） ８億8,000何がしという金

額だということのお答えをいただきました。あり

がとうございます。 

  とりあえずここまでなんですが、伺った私の心

にあるものは、やはり、那須塩原市を子育てのし

やすいまちにしたいというのがあるものですから、

極論を言いますと、給食費をただにするという考

えもあるのではないかという観点でお伺いいたし

ました。 
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  ところで、給食費を無料化しているような自治

体というのはあるのでしょうか。 

○議長（平山 英君） 教育部長。 

○教育部長（松本睦男君） 給食費の無料化の前に、

学校給食費の経費の負担ということで、これにつ

きましては、学校給食法の施行令なんですけれど

も、そちらから申し上げますと、設置者、いわゆ

る市町村でありますけれども、給食にかかる負担

につきましては、給食の実施に必要な施設、設備

に要する経費、並びに給食の運営に要する経費、

ただいま申し上げました職員人件費等々でありま

すけれども、それらについてを設置者が負担する

ということでありまして、ゆえに、それ以外の経

費については、いわゆる受益者である保護者が負

担するということになります。 

  ということでありますが、現実は、具体的に申

し上げますと、光熱水費とか、そういったものに

ついては含めないで、那須塩原市といたしまして

は、実質的に食材だけについて保護者負担をいた

だくという形をとっております。 

  そこで、給食費の無料化のお話でありますけれ

ども、全国的に見ても数カ所はあるというふうに、

全部きちっと調べておりませんのでわかりません

が、近いところでは、栃木県内ではありません。

隣の茨城県では大子町、大子町は人口２万1,000

人程度ですけれども、そこでは、かねてから第１

子、第２子、第１子は全額もらえますけれども、

第２子は半額とか、第３子から無料というふうな

ことでやっていましたが、この10月から全額無料

と。すべて無料というふうなことを決めたという

ことは、インターネット等での情報ですけれども、

そんな情報は持っています。 

  いずれにいたしましても、全国的に見ても数カ

所あるかなと、そんな程度であります。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） ２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） 先ほど、ざっと８億8,000

万円ということですから、那須塩原市の一般会計

400億円の中では結構ウエートが高いので、それ

をすぐ実施したらどうかということにはならない

かなと、私は思いましたけれども、私の感じでは、

今ちょっとお話がありましたけれども、第１子で

はなくて、第２子、第３子については減額という

話もあったということなので、少子化ということ

であれば、２人目、３人目を生みたくなる、また、

生めない理由というのにいろいろなさまざまなも

のがあって、給食費だけではないわけですけれど

も、そういうところの援助のある那須塩原市とい

うふうに持っていけたらなというふうには感じて

いたものですから、そういう金額を出していただ

くと同時に、そういう方向はないかということ。 

  そうすることによって、先ほどの滞納者に対す

る収納率を上げるとか、そういうことで執行部の

ほうで、恐らく、いろいろな苦労をされているの

ではないかということも感じます。そういった実

態があれば、ちょっと教えてほしいと思います。 

○議長（平山 英君） 教育部長。 

○教育部長（松本睦男君） 滞納の関係でのお話で

すけれども、滞納整理につきましては、市の給食

費の滞納整理事務処理要領というものを定めてお

ります。何と申しましても、やはり、粘り強く理

解をしていただくということでの努力が必要かと

思いますが、この手順といたしましては、学校現

場が一番距離的に保護者との接触とかそういうも

のがあるものですから、学校現場でも、常に滞納

の状況は把握していただいているということで、

それらの情報をもとに、納期が到来していて３回

たまってしまったといった場合には、即、滞納台

帳のほうに登載いたしまして、面接に来ていただ

く、あるいはこちらから出向いてということでの、
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いわゆる相談ということに入ります。 

  その相談の中で、生活が経済的にきついという

ような状況が、その面談の中で感じとれれば、公

費負担制度、そういった制度がこういう形であり

ますよというような説明をするということになっ

ております。 

  逆に、これは支払い能力があるんじゃないかと

いうような方については、先ほども申しましたが、

やはり、粘り強く理解していただくということで

ありますけれども、まずは、書面上は誓約書を書

いていただくと。今度の給料までには払っていた

だくとか、そういうことで、具体的に、そういっ

た誓約をしていただくということで行います。 

  現実は、先ほど、滞納の額を申し上げましたが、

そういう状況でありまして、そういったときの対

応といたしまして、ただいまの誓約に基づいて履

行していただけないというような方については、

別途、滞納対策委員会ということで、小中学校の

校長先生、代表、１人の校長先生あるいは、私も

含めなんですが、教育総務課長、学校教育課長が

入りまして、そういった対策委員会を開きまして、

その対応をどうするかということでの会議を開き

ます。 

  やはり、この方については法的措置を講じるべ

きじゃないかというような結論に達したものにつ

いては、いわゆる民事訴訟法に基づく支払い督促

手続、これは簡易裁判所のほうに申し立てをする

わけなんですけれども、そういった法的対応と、

そういう手順で、現在のところ、やっているとこ

ろであります。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） ２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） 私が現場のほうで感じるの

は、給食費を集めるのは担任であったり、事務長

であったり、教頭先生であったりが出向いたりと

いうこともあるんじゃないかと聞いております。 

  本来、給食費がただになれば、そういう問題が

起きないだろうと思うんですが、それは無理だと

いうことだと思っていますから、それでも困窮者

に対しては対応して、無理して集めるというのは、

私はそういうふうには思っていないんですが、支

払い能力があるのに払わないという人に対する対

応だけだと思うんですけれども、そういう人たち

に、そういう多くの人たちが苦労している割には、

金額的にはそんなに見合っていないのかなという

のもあるんだけれども、教育の現場で、そういう

不道徳なことが行われているということに、私は

ちょっと怒りを感じるのと、まじめに払っている

人たちに対しても不公平性があるというので、や

はり、その辺はたゆまぬ努力をしながら、いい解

決方法を見つけてもらえればという方向で、きょ

うのところは、今回はそんな形でお願いしたいと

思います。 

  最後の８番、「弁当の日」といった名称で、児

童がみずから弁当をつくり、学校へ持っていくと

いう食育があるのを知っているかということで、

宇都宮ではやっているということで、その具体的

な内容はまだ把握していないということで、私、

その成果というのがもしわかっていればお伺いし

たかったんですが、ないということですけれども、

先ほど、塩原地区はほぼゼロに近い。実は、滞納

率はゼロに近いんじゃないかと思うんです。そう

いったことの理由は、学校が小さいからという理

由がある。悪い意味でとらえてほしくないんです

けれども、あるんじゃないか。要するに、小さい

ということは、保護者同士もつながっているし、

子どもとのつながりもあるし、給食室でつくって

いる方とのふれあいも実はあるんではないでしょ

うか。自校式の場合のつくっている方と、生徒の

ふれあいなんかがあるのかどうか、ちょっと、そ
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の辺、おわかりでしょうか。教えていただけます

か。 

○議長（平山 英君） 教育部長。 

○教育部長（松本睦男君） 先ほどもメリット、デ

メリットのところで申し上げましたが、自校方式

では、やはり、身近なところで顔と顔を合わせる

ことができる。調理員のおばさんと会話を交わせ

るというようなことも、やはり、その１つの因果

関係というか、そういうものにもつながっている

のかなというふうには思っております。 

  今申し上げましたように、食育の観点から、そ

ういった会話を初め、かかわりというか、そうい

うものもあるということであります。 

○議長（平山 英君） ２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） ありがとうございます。私

の意にかなったような答弁だったと思います。 

  やはり、心が通うということが、やはり、給食

費はありがたいものだと。当たり前ではなくて、

お金を払ったら食べられるとか、そういうことで

はなくて、感謝の気持ちで食をいただくという意

味でも、自校式というのはメリットがあるのかな

と思います。 

  ですが、既に共同方式のメリットがあって、那

須塩原市、西那須野地域、黒磯地域では、このま

ま進めることに対しては、私は全然異論はござい

ません。 

  そういった中で、では「弁当の日」ということ

で、これは、資料は用意してあるんですが、これ

を全部読み上げていくというわけにはいかないも

のですから、香川県高松市の国分寺中学校の校長

先生で竹下和男さんという方が始められたような

んですけれども、事例として、これが広まって宇

都宮にも波及しているんじゃないかと思うんです

が、「弁当の日」を始めた場合、３つの決まりを

つくったらしいんです。１つは、子どもだけでつ

くる。５、６年生だけがやる。それから、10月か

ら２月までの月１回で計５回。 

  別に弁当をつくったら給食費が安くなるんじゃ

ないかということで言っているのではなくて、お

弁当をつくることによって、親子の会話とか、子

どもの自立心とか幾つかあって、本当はここに取

り上げたいことがいっぱい書いてあるんですが、

そういったものがあるので、そういったことから、

食育として、要は、お弁当を自分がつくるわけで

すから、お弁当をつくることによって、親子の会

話もそうですし、幾つか取り上げますと、食をつ

くることの大変さがわかり、家族をありがたく思

った人は優しい人です。手順よくできた人は給料

をもらえる仕事についたときにも、仕事の段取り

のいい人です。食材がそろわなかったり、調理を

しっぱいしたときに、献立の変更ができた人は工

夫できる人です。こういった前向きな考え方がず

らっと並んでいるんですけれども、これは、教育

長、こういう考え方はどうでしょうか。 

○議長（平山 英君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） 食育の関係でございます

けれども、食育は、現在、栃木県のほうでも計画

を立て、各学校でもそのように取り組んでいると

ころでございますが、今の弁当は１つの例として

私ども聞いておきたいと思いますが、本市でも、

やはり、そういう面で、生徒に総合的な学習に食

育というふうなものを掲げ、そして、生徒みずか

らがその献立をつくり、自分で調理したものを親

の前で発表し、つくることの大切さとか、そうい

うふうなものを発表会としてやっている学校が中

学校でも２校ほどありまして、食育に関して、今

現在、学校、栄養職員ともども、本市も進めてい

るところでございます。 

  ですので、鈴木議員のほうからの弁当というこ

とと、それに対するメリット、これも一例として
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賜りたいと、こんなふうに思います。 

○議長（平山 英君） ２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） 必ずしも実施してください

ということではないんですけれども、こういう考

え方もあって、今はコンビニに行けば弁当がすぐ

買えますけれども、やはり、つくることの楽しさ

とか、そういったもので社会に出て、男の子は自

分で自炊ができるようになるかもしれないし、そ

んなこともあるので、教育の現場でもよろしくお

願いしたいと思います。 

  そういうことも含めると、給食費の滞納を、あ

る意味では、それを知った親は、支払い能力があ

れば払うという方向にもつながるのではないかと

いうことで、あわせて、この２番の中に盛り込み

ました。 

  それでは、３番のほうに移らせていただきます。 

  道路整備について。 

  地域の道路の利便性、安全性という観点からお

伺いいたします。 

  ⑴上赤田地域の道路400号整備計画に伴い、現

在の国道400号に分離帯が設けられると、市道Ｎ

幹Ⅱ－23が分断され、横断できなくなり、地域住

民の生活や農耕車の通行に支障を来たすことは明

白である。市道Ｎ幹Ⅰ－12、Ｎ幹Ⅱ－20、Ｎ564

などの取りつけなどについても同様である。市と

して、このような大規模な道路整備事業が行われ

るに当たり、地域住民への配慮はどのように考え

ておられるか。 

  ⑵上赤田地域の県道55号線と国道400号との新

たな交差点の開通予定と信号、車線数はどのよう

になるのか。また、県道55号と書いてありますが、

訂正をお願いして、Ｎ幹Ⅰ－21と縦道の交差点に

ついても同様にお伺いしたい。 

  さらに、それより先、四区町を通り、野崎工業

団地へ続く計画の今後の具体的な予定はあるか。 

  ⑶三島ホールから旧星託児所の通り、これはＮ

幹Ⅰ－８になると思いますが、整備予定はござい

ますか。 

  ⑷Ｎ512号線は、スーパーオータニの交差点よ

り幅員が狭まっているが、拡幅する予定はあるか。

また、北赤田工業団地を通る県道55号線までの延

長計画はあるか。 

  ⑸県道55号線と福祉大附属病院前の道路、Ｎ幹

Ⅱ－15の交差点（セブンイレブン前）の改良計画

はあるか。また、あれば、その時期と形状につい

てお伺いしたい。 

  ⑹Ｎ529号線の整備計画はございますか。 

  ⑺Ｎ幹Ⅰ－12号線の整備計画はございますか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 道路整備につきまして、

７点ほどございます。順次、お答えしたいと思い

ます。 

  国道400号拡幅に伴う中央分離帯の設置により、

自宅や耕作地等に行くことが不便になりますが、

市道との交差部をすべて交差点とすることは、高

規格道路においては安全性からも大変難しいこと

ですので、出入りについては、できるだけ既存の

道路を使い、迂回するなどの対応をお願いしたい

と考えております。 

  地元の皆様には、説明会で、安全性の確保から

ご理解をいただいたと受けとめております。 

  次に、２番ですけれども、上赤田地域の主要地

方道西那須野那須線と国道400号との新たな交差

点につきましては、県が事業主体で整備を進めて

おり、交差点には信号機が設置され、片側２車線

の道路として、平成23年春の開通を予定している

と聞いております。 

  また、市道四区工業団地通り線と市道縦道との

交差点につきましても、信号機を設置し、国道
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400号から市道縦道までは片側２車線の道路とし

て、同様に平成23年春の開通を予定しております。 

  それより先、四区町を通り、野崎工業団地へ続

く計画につきましては、整備予定はございません。 

  次に、３番目ですけれども、三島ホールから星

託児所まで、市道赤坂通り線につきましては、合

併以前に整備事業に着手しましたが、地権者の理

解が得られず断念した経過があり、今のところ、

整備予定はございません。 

  次に、⑷ですけれども、市道東三島512号線に

つきましては、現在、国が事業主体で進めており

ます国道４号バイパスの整備に合わせて、市道東

三島横線までの整備を検討したいと考えておりま

す。 

  ⑸ですけれども、主要地方道西那須野那須線と

市道石林東赤田線の交差点の改良計画につきまし

ては、県が事業主体として整備を進めており､現

在、補償調査を行っているところで、平成22年度

中の完成を予定していると聞いております。 

  形状につきましては、主要地方道西那須野那須

線の交通量が増加したことで、主となる道路を主

要地方道西那須野那須線とし、市道石林東赤田線

を取りつけるＴ字路の交差点となると聞いており

ます。 

  ⑹⑺ですけれども、市道南赤田上赤田529号線

及び市道赤田通り線につきましては､整備予定が

ありません。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） ２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） 項目が多数ありましたが、

答弁いただきまして、ありがとうございます。 

  これについては、私の地元なものですから、細

かいところに気づくところがあって、いろいろ状

況を確認させていただきました。 

  感じているのは、400号というのは国が主体で

できている地方国道だと思うんですが、今まで通

り抜けられた市道が、住民のための生活道路だっ

たところが分離帯ができて、まるで川ができたよ

うに向こうに行けなくなってしまうと。そういっ

たことがあるとか、それから、左折しかできなく

て、右折ができなくなってしまうということが

多々あって、これが現実にならないと、住民とい

うのは実感がなくて、説明会のときに、私は、そ

の説明会に出ていなくてわからないんですが、あ

ったようなんですが、そういったことをもう少し

丁寧にやっていただいて、または、実際にでき上

がった後にもこうしてほしいということは当然起

きると思うんですが、そういうことの対応という

のは、400号に関してなんですが、以後、どうい

うふうな形なのか、お聞かせ願えますか。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 400号につきましては

県事業で行っておりまして、県のほうで交通量と

か、そういう部分での推計等をいろいろ行いまし

て、道路規格ということで、中央分離帯を設ける

ということで、その中央分離帯につきましては安

全な通行ということで、そういう形の中で設ける

ということでありますので、市としては、現在、

その地区にある市道との関係からいって、そこに

交差点をつくってくれということは、現在の市道

の交通量とか、市道の関係からいきますと、現在

のところは要望はできないというふうに考えてお

ります。 

○議長（平山 英君） ２番、鈴木伸彦君に申し上

げます。 

  質問項目が大分残っておりますので、どうぞご

留意をお願いいたしたいと思います。 

  ２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） 了解しました。 

  これについては、またあとで、地元とよく相談
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して検討していきたいと思いますので、そのとき

は、対応のほうをよろしくお願いしたいというこ

とで締めたいと思います。 

  ４番、産廃施設について。 

  那須塩原市の自然環境を守るという市民の熱心

な取り組みが続けられている。そこで、お伺いし

たいと思います。 

  ⑴９月以降、産廃処理施設について、新たな申

請はございますか。また、既に申請されている案

件の進展の状況などをお答えいただきたいと思い

ます。 

○議長（平山 英君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） ９月以降、産廃処

理施設について新たな申請はあるか。また、既に

申請されている案件の進展状況等について、お答

えいたします。 

  本年９月以降の産業廃棄物処理施設の新たな申

請はございません。 

  ９月議会で鈴木議員にお答えしましたとおり、

現在、最終処分場が８件、それから中間処理施設

が11件が申請中となっております。これらの計画

の進展状況は、県において審査を現在行っている

ところであります。 

  本市としましては、これまでどおり産業廃棄物

処理施設の設置については反対であるとの考えを

県や事業者に強く伝えているところであります。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） ２番、鈴木伸彦君。 

○２番（鈴木伸彦君） 新たなものはないというこ

とで、これは大変、ある意味すばらしいというか、

いいことだと考えます。 

  地元の対策委員、各地区３地区ほどありますが、

私のいるところは、ちょうど400号の交差点もあ

りますけれども、あの近くでありますが、最近、

10月でしたか、新しい看板の大きなものを立てて、

今でも絶えず意思は変わらないという表現をさせ

ていただいております。 

  そして、去る12月６日、「産廃モーイラネ」大

講演会ということで、ゴミ問題を考える栃木県連

絡会、青木地区産業廃棄物対策委員会の共催と那

須地域環境対策連絡協議会の後援により、弁護士

梶山正三氏、元御岳町町長の柳川喜郎氏を招き、

いきいきふれあいセンターで行われました。その

とき、市職員の方々や議員の方々の協力、参加も

いただき、会場は定員350名を超える入場者があ

ったと聞いております。 

  講演会の内容は、健康や那須塩原市の将来に改

めて不安を抱くものでありましたが、それらの阻

止については、市民の運動が法に対して全く無駄

ではないととれる心強いものでした。 

  また、12月24日には、那須地域環境対策連絡協

議会が中心となり、中間処理場の計画地赤田にお

いて反対デモ集会を行い、その後、県知事に対し

て要望書を提出する予定でございます。 

  赤田の産廃施設については、同様な中間処理施

設として戸田の計画が進まぬよう、また、最終処

分場として青木の計画が進まぬよう、それらの防

波堤の役割として、また、間違っても突破口とな

らないよう、何としても阻止していかなければな

らないと、私は考えております。この施設の許可

に関しましては、今後の那須塩原市の産廃施設の

あり方に大きな影響を及ぼすものであると考えま

す。どうか市長、それから各執行機関の皆様にお

かれましては、これらの市民の声をくみいただき、

今後も最善の対応を続けてしていただくよう、お

願いしたいと思います。 

  以上、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（平山 英君） 以上で、２番、鈴木伸彦君

の市政一般質問は終了いたしました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 平 山 啓 子 君 

○議長（平山 英君） 次に、20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） 議席20番、公明クラブ、

平山啓子でございます。３項目ほど質問させてい

ただきます。 

  １項目め、住宅用火災警報器の設置について、

お伺いいたします。 

  消防法の改正により、６月１日からすべての住

宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられまし

た。火災のニュースが後を絶ちません。韓国の射

撃場に始まり、日本では浜松のマージャン店、杉

並の居酒屋、また、ロシアのクラブでは100人を

超える死者が出るなど、年末を控え、例年、火災

が多くなりつつあります。火災による死者の８割

は住宅火災から発生しており、火災をいち早く知

らせて被害の拡大を防いでくれる住宅用火災警報

器の重要性は高まっております。 

  そこで、①本市の警報器の設置状況をお伺いい

たします。 

  ②高齢者世帯の設置支援について、お伺いいた

します。 

  １回目の質問です。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 20番、平山啓子議員の市政

一般質問の１件目の住宅用火災警報器の設置につ

いて２点ほどご質問がございますので、お答えい

たします。 

  ①の住宅用火災警報器は、消防法によりまして

新築住宅は平成18年６月１日から、既存住宅は平

成21年５月31日までに設置を義務づけられました。 

  黒磯那須消防組合と大田原地区広域消防組合は、

組合の火災予防条例により、その設置を推進いた

しております。具体的は、婦人防火クラブへの普

及啓発や自治会への販売促進を実施しているほか、

地域での防災訓練や講習会時にパンフレットやチ

ラシを配布するなど、啓発に努めているところで

あります。 

  住宅への設置状況につきましては、新築住宅は

建築確認の完了検査の折に確認いたしております

ので、平成18年度の設置義務以降、平成20年度ま

での３年間で1,363件となっております。 

  なお、既存住宅の調査は実施いたしておりませ

ん。 

  次に、②の高齢者世帯の設置支援についてであ

りますが、本市では、一般の住宅などに対する火

災警報器の設置補助の制度はありませんが、要介

護高齢者など、日常生活用具給付事業の一環とし

て、生活保護や住民税非課税の低所得世帯に属す

る寝たきり高齢者や認知症高齢者、ひとり暮らし

や高齢者のみの世帯を対象として火災警報器の設

置支援を行っております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） １点目について、再質問

いたします。 

  ただいまの答弁の中で、各地域においての自治

会の協力、また、婦人防火クラブ、また自治体の

協力などによって、いろいろな生活保護者、低所

得者に対しての支援をしているということなんで

すけれども、私も勉強不足で大変申しわけないん

ですけれども、本市においての婦人防火クラブは

何カ所ぐらいあるのか。また、自主防災組織はふ

だんからどのような活動をしているのか、教えて

いただければ、お願いいたします。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 
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○総務部長（増田 徹君） 婦人防火クラブに関し

ての内容でございますけれども、それぞれ各地区

に、黒磯地区でありますと、黒磯婦人防火クラブ

連絡協議会というようなことで、選出区分としま

しては、自治会でありますとか、地区の婦人会防

火クラブから選出するというようなことでござい

まして、主な役割としましては、火災予防の推進、

それから、防火意識の向上、それと応急手当等の

普及等というようなことでございます。そのほか、

西那須野女性防火クラブ、それから塩原女性クラ

ブ等々につきましても、ただいま申し上げました

黒磯婦人防火クラブの連絡協議会と同じような活

動をしているというところでございます。 

  それから、自主防災組織の結成の状況でござい

ますけれども、平成20年３月31日現在でございま

すが、黒磯地区につきましては４組織、それから、

西那須野地区につきましては28組織、それから、

塩原地区につきましては１組織というところでご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） 普段から、やはり、防火

クラブの皆さん、また、自主防災組織を組みなが

ら、本当に地域の安心安全のために生命と財産を

守る働きを本当に感謝しているところでございま

す。 

  たまたま手元に、半年前の設置状況の資料があ

るんですけれども、現在は12月なので、これより

パーセントは進んでいると思うんですけれども、

参考までに申し上げたいと思います。 

  今回の警報器の設置、普及率の状況なんですけ

れども、県内はあくまでも100％を目標にしてい

るんですけれども、やはり、県内におきましては、

現在まだ33％にとどまって、全国では41％と、全

国より下回っているのが現状という記事が載って

おりました。やはり、これは罰則がなく、設置義

務というところから危機意識が広まっていないん

だなというのが思い当たります。やはり、この中

でも設置の率がいいところは、鹿沼市で58％、南

那須消防管区で57％、宇都宮市においては49％と、

それに反して低い地域が石林消防管区が5.2％、

塩原消防管区が12.3％と、やはり、これはそこで

自治会、または女性防火クラブの活躍が本当に光

っているんだなというのを感じました。 

  2008年、県内の発生の住宅火災ですけれども、

269件、その中で死者が10人という報告が出てお

ります。煙に気づいたときには、既に部屋に煙が

充満した状態で、１回、２回呼吸しただけでも煙

を吸って意識を失うということが、今までの大き

な火災が物語っていると思います。 

  そこで、本市においても防災意識を拡大すると

いうことで、婦人防火クラブとか、そういう団体

さんの協力によって普及率の調査なんかはしてい

るのでしょうか。もし、しているとしたら何％ぐ

らいになっているか、お知らせをお願いいたしま

す。 

○議長（平山 英君） 答弁をいただきます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 住宅用の火災警報器の

設置につきましては、既存住宅につきましては、

先ほど、市長が答弁を申し上げましたように、実

地調査をしていないというところでございます。 

  ただいま平山議員からありました普及の中での

推計ということでございますけれども、消防庁発

表の推計の中では、黒磯那須消防組合としては

20.5％という推計でございます。この推計の仕方

でございますが、例えば、この議場の中に100人

の方がいる中で設置されているのは何人かという

ようなことで、100人のうち20人がつけていれば

20％という推計をまず１回して、そのほかにアン
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ケート調査をしたりというようなことで推計をし

ているわけでありまして、実際に既存住宅に入っ

てついているかどうかというような検証はしてい

ないというように聞いております。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時５９分 

 

再開 午後 ２時０９分 

 

○議長（平山 英君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） 訂正をお願いいたします。 

  先ほど、設置状況のパーセントのところで、低

いところの塩谷消防管内を塩原消防管内と申しま

したので、塩谷と訂正をお願いいたします。お手

数おかけいたします。 

  高齢者や障害者を火災から守るため、やはり、

１つの被害の拡大を防ぐということで、火災警報

器の本当に早期の設置が望まれているところです。 

  先ほど、市長答弁の中から温かいご答弁をいた

だきました。生活保護世帯、低所得者、障害者、

ひとり暮らしとか、そういう方々にも設置すると

いうような前向きなご答弁でした。 

  そのような中、そういう方たちは、どのような

申請方法でやるのでしょうか。お願いいたします。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 先ほど、市長が答

弁いたしましたのは、高齢者世帯の中の生活保護

世帯ですとか非課税世帯ということでございます

ので、一般の方の生活保護世帯、それから非課税

世帯ということではございませんので、ご理解い

ただきたいと思います。 

  高齢者の方々の中で、先ほども言いましたが、

生活保護世帯の方、それから、世帯全員が住民税

非課税世帯の方で、その中で寝たきりの高齢者が

いる世帯、それから認知症高齢者がいる世帯、そ

れから、ひとり暮らしの高齢者の方、それから、

高齢者のみの世帯の方ということで、その方々の

住宅のほうに日常生活用具ということで火災警報

器のほうを給付しているということでございます。 

  それから、障害者の関係が漏れまして申しわけ

ありません。 

  障害者につきましても、日常生活用具の給付と

いうことで制度としてはございます。対象となる

方につきましては、いわゆる重度の障害者の方が

主な対象になっておりまして、ただ、聴覚障害の

方の場合には音では知らせられませんので、別の

装置というものをつけるようになりますので、振

動ですとか、光ですとか、そういったもので伝え

るというような装置がございます。そういったも

のを給付しておりますが、19年度が１件で、20年

度が１件という給付の状況でございます。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） ただいまのご答弁の中で、

対象者が限られているということでわかりまし

た。 

  そこの中で、対象世帯数は高齢者ということは、

あくまでも65歳以上ということでよろしいでしょ

うか。 

  また、それが世帯数はどのぐらいいるのか。

また、申請をして取りつけるんでしょうけれど

も、期間はいつまでとか限られているのでしょう

か。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 
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○保健福祉部長（平山照夫君） 再度申し上げます

が、高齢者の世帯の中で生活保護世帯ですとか、

住民税非課税世帯というのが、まず限定がありま

す。その中で、寝たきりの方ですとか高齢者のみ

の世帯ということでございますので、世帯数全数

は、今のところ把握しておりません。これにつき

ましては、日常生活用具の給付の申請をしていた

だきましてから設置をしていくということでござ

いますので、いつまでにということではございま

せん。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） わかりました。 

  高齢者、障害者の安全を守る。健やかに安心し

て暮らせるまちづくりの一環として、ぜひ前向き

に温かい配置をお願いいたしまして、次の２項目

めに入ります。 

  ２項目めのワクチン接種の公費助成につきまし

ては、きのう髙久議員のほうから質問がありまし

て、ちょっと重なる部分がありますけれども、よ

ろしくお願いいたします。 

  ①の高齢者の肺炎などをする肺炎球菌のことで

ちょっと読み上げてみたいと思います。 

  肺炎球菌は、肺炎の主な原因となる病原体で重

症化しやすいのが特徴です。がん、心臓病、脳血

管疾患に次いで死因は４位と言われています。高

齢者ほど死亡率が高い、またインフルエンザに感

染した高齢者は肺炎を併発するケースも多く、ワ

クチン接種による重症化を予防する効果が期待さ

れております。ワクチン接種は、特に高齢者の命

を守る重要な取り組みです。ただし、全額自己負

担の任意接種のため、１回8,000円もかかりちゅ

うちょする人が多いと思われます。高齢者を肺炎

から守る、医療費の抑制にもつながるという観点

からも、ぜひ公費助成が必要と思われます。 

  これは世界の例なんですけれども、カナダでは

全額助成。アメリカにおいては、保険加入者は公

的保険、民間保険から全額補てん。また、スウェ

ーデンの研究では、65歳以上でワクチン接種によ

り死亡率が低下したとの報告もあります。また、

日本では、北海道また神戸、西東京などあらゆる

自治体で助成が盛り込まれています。そのような

観点から、高齢者を肺炎から守る肺炎球菌ワクチ

ンの予防についてをお伺いいたします。 

  ②細菌性髄膜炎から子どもの生命を守る、これ

もヒブワクチン接種に公費助成と定期接種化につ

いてお伺いいたします。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） ワクチン接種の公

費助成につきまして２点ほどございましたので、

答弁をいたしたいと思います。 

  ①の肺炎球菌ワクチンの接種と、２番目のヒブ

ワクチンの接種の公費助成につきましては、12月

９日、髙久好一議員にお答えしたとおりでござい

ます。 

  なお、ヒブワクチンの定期接種化につきまして

は、予防接種法に基づくものでございますので、

今後国の動向を注視していきたいと考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） ①の肺炎球菌について、

またお尋ねいたします。 

  やはり自分の両親、祖父母が元気で長生きして

ほしいと願うのは、だれもが思うところです。高

齢化に突入した日本では、みんなが元気で長生き

するための予防策に力を入れることが一層重要に

なってくるのではないでしょうか。 

  昨日の市長答弁の中で、高齢者予防対策として
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前向きに今後検討するというご答弁がありました。

やはりこの肺炎球菌も予防接種法の対象外とはい

え、改正法を待たずに一歩踏み込んだ決断が必要

になってくるのではないでしょうか。 

  病気は待ってくれません。今後、このご検討す

るという言葉の中に、前向きに設置するの検討す

るというふうに受けとめてよろしいでしょうか。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 肺炎球菌ワクチン

の接種に対します助成の関係でございますが、県

内でも現在やっておりますのは、市部で言います

と日光市と大田原市のみでございます。そこだけ

が助成をしているという状況でございます。 

  肺炎球菌につきましては、一生のうち１度受け

るということでございます。再接種というのはで

きないということになっているみたいでございま

して、１度受ければほとんど大丈夫だということ

みたいでございます。 

  6,000円から8,000円程度の、医療機関によって

若干差があるのだと思うのですが、6,000円から

9,000円ぐらいの接種費用がかかるということで

ございます。先ほど言いました大田原市ですとか

日光市の場合ですと、そこに対しまして3,500円

の助成を、１回接種に当たりまして助成をしてい

るというような状況でございます。 

  そういった中で、那須塩原市におきましても、

その助成の可否といいますか、そういうのも含め

まして検討していきたいということでございま

す。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） やはりこの肺炎球菌は、

今まで一生に１度で、接種すれば一生大丈夫だと

いうことだったのですけれども、10月18日厚生労

働省のほうで５年間しかもたないというような発

表があったんです。 

  ですから、例えば隣でやっている大田原市での

助成も、５年前に接種して５年を切れた方も、再

度ＯＫですよというようなことが言われていると

思います。とにかく高齢化の方がこのインフルエ

ンザにかかって、さらに重症化するおそれがある

ので、ぜひとも本市においても前向きに挑戦して

いっていただきたいと思います。 

  あと、２番目の細菌性髄膜炎、ヒブワクチンに

ついてちょっとお伺いいたします。 

  ちょっと長くなるのですけれども、読ませてい

ただきます。 

  ヒブワクチンについて、現在新型インフルエン

ザワクチンの予防接種が国民の関心の的となって

おります。最近、細菌性髄膜炎を防ぐヒブワクチ

ンと、小児用肺炎球菌ワクチンにも注目が集まっ

ています。 

  細菌性髄膜炎は、脳を包む髄膜に菌が取りつき、

炎症を起こす病気であります。国内では、年間約

1,000人が発症し、約５％が亡くなり、約25％が

脳の後遺症に苦しんでおります。てんかん、難聴、

発達障害などです。発症年齢は、生後３カ月から

５歳までが多く、原因菌は約６割がヒブ―イン

フルエンザＢ型とも言うそうです―続いて、肺

炎球菌が約２割を占めると言われております。 

  ベテランのお医者さんでも、早期では風邪と見

分けるのがとても難しく、抗生物質が効かないと

言われております。ワクチンで予防することが、

細菌性髄膜炎による悲劇をなくすのに極めて重要

であると言われております。ヒブワクチンは、国

内では昨年の12月から販売され、自治体レベル

では接種費用に対する公的助成が広がっており

ます。合計４回接種、約３万円ほどかかるそうで

す。 

  ヒブ菌は、せき、くしゃみで飛び散ることで感
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染が拡大する。集団保育での感染が多いのも特徴。

これが、ヒブワクチンの接種を受けると、抗体が

できるだけでなく、のどなどにヒブ菌がつかなく

なり、感染拡大の抑止効果が高いと言われており

ます。接種率が60％以上になると、ヒブ感染症が

激減することが世界で認められ、アメリカでは10

分の１に減少したという報告もあります。接種率

向上には、何といっても定期接種に組み入れるし

かなく、世界保健機構ＷＨＯは、1998年すべての

国に小児へのヒブワクチン接種を勧告。しかし、

90カ国以上で定期接種が行われているにもかかわ

らず、日本ではまだなっておりません。１日も早

い定期接種化が必要です。 

  一方、小児用肺炎球菌ワクチンも９月29日に国

内承認が決まり、ヒブワクチン同様、１日も早い

定期接種化が望まれるところです。子どもにとっ

て、インフルエンザ脳症以外に怖い感染症である

と言われております。 

  日本の予防接種の常識は、今や世界の非常識と

なっているのが現状です。先ほども、20代から30

代の若い女性にかかるとされている子宮頸がんの

予防ワクチンも、やっと承認されたという状況で

す。ワクチンで防げる病気から子どもたちの命と

健康を守ることは、最優先の政治課題ではないで

しょうか。 

  ヒブワクチンは、ヒブ髄膜炎の予防をするため

のワクチンです。本市においても、接種費用に助

成を願うものです。製造する販売が外国でしかで

きず、外国のワイス社は、来年春までに接種を始

められるよう十分な量を供給したいと言っており

ます。そのためにも、今から助成に向けての準備

はしておいてはどうでしょうか。 

  ご質問いたします。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） ヒブワクチンにつ

きましては、今議員のほうからご説明がありまし

たように、昨年の12月だったと思いますが、国の

ほうで承認をされまして、すべてこれは輸入のワ

クチンでございますので、現在そういった意味で

品不足になっているという状況かと思います。 

  先ほども肺炎球菌でも言いました県内でヒブワ

クチンに対します助成というのは、行っているの

は１市だけでございます。大田原市が今年度から

助成をしているということで、今のところはその

他では今行っておりません。 

  定期接種につきましては、厚生労働省のほうで

専門家のご意見等を聞きながら定期接種化してい

くかどうかというものを決めていくのだというふ

うに考えておりますので、先ほども答弁いたしま

したように、国のほうの動向を見守っていきたい

と考えております。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） やはり子どもは宝と言い

ますので、やはり子どもの命を守るという観点か

ら、本市においても本当に設置に向けて前向きに

さらにご検討していただきたいと思います。 

  では、３項目めの乳児健診についてお伺いいた

します。 

  ここ数年、ベビーマッサージが子育て世代の親

たちや保育園関係者などから注目を集めておりま

す。親子のきずなや信頼関係を深める効果的なマ

ッサージや運動です。 

  そこで、ベビーマッサージを乳児健診に導入し

てはどうでしょうか。お伺いいたします。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） ベビーマッサージ

の導入につきまして、お答えいたします。 

  ベビーマッサージは、親子の愛着を育てるため

の１つの方法であると考えますが、乳児健康診査
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では１回の受診人数が50人程度ございます。診察、

相談、学習等の活動を同時に行っているため、ベ

ビーマッサージをあわせて実施することは困難な

状況でございます。 

  親子のきずなや信頼関係を高めることにつきま

しては大変重要なことでありますので、ふだんの

生活の中で親子のふれあいを深めていただきたい

と考えております。 

  市の子育て相談センターや母子保健事業の中に

おきましても、親子のふれあいが大切であるとい

うことを念頭に取り組んでいるところでございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） 再質問をいたします。 

  ベビーマッサージとは、今、保健福祉部長がお

っしゃったように、親子がふれあうことの大切さ

を重視した、生涯を通して大切な深い呼吸、柔軟

な関節、強い筋肉を持った体力づくり、体づくり

のために効果的な運動と言われております。約30

年前にイギリスで理学療法士のピーター・ウォー

カー氏が考案、開発して以来、世界中に広がり、

公認講師は約8,000人にも及びます。実践してい

る親御さんなどからは、赤ちゃんの寝つきがよく

なった。頑固な便秘がすっきりした。情緒が安定

し、しつけがしやすくなったなどの声が多く寄せ

られております。ここ数年、保育関係者や自治体

からも関心が高まっているということです。 

  具体的なマッサージ方法は特に難しくなく、食

事の間や入浴後などに数分間、赤ちゃんの様子を

見ながら、無理なく行います。赤ちゃんの動きが

余り活発な時期よりも、２カ月から３カ月がいい

とされています。 

  本市においては、私たちが子育て中は３カ月健

診というのがあったんですけれども、今は４カ月

健診なんですね。ちょうど４カ月健診で健康診査

時に、そのメニューに取り入れていただけないか

なと思って質問をいたしました。 

  ただいまの保健部長からは、健診時には約50人

の多くの方が検査をするということで、厳しいと

いうご答弁だったんですけれども、４カ月健診の

メニューはどのようなメニューになっているか、

お教え願えますか。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 乳幼児健診の４カ

月健診の中身ということだと思いますが、４カ月

時健診は、内科医による診察、それから体測、身

長、体重、頭位ですね。それから、保健師による

発達チェック、相談、指導、そういったものを行

っております。 

○議長（平山 英君） 20番、平山啓子君。 

○２０番（平山啓子君） 短い１時間の中に、身体

測定とか医師の診察だとかがあるんですけれども、

育児相談のときに、保健師さんの中でもそういう

資格を持っている方がきっといらっしゃると思う

ので、そういう中での組み込みはできないかなと

思って、今回、質問したわけなんですけれども、

赤ちゃんを触れるということは、また赤ちゃんに

とって触れられることでもあって、マッサージと

いう肌を通したコミュニケーションから親子のき

ずなや信頼関係が一層深まると言います。 

  やはり、今、お母さん方が本当に核家族でスト

レスがたまり、いろいろな多忙な中でのちょっと

した時間で、育児の中で、少しの時間でも心に余

裕ができたなどとも、そのような声も届いており

ます。 

  また、短時間のマッサージを通して、赤ちゃん

を観察し、いろいろな赤ちゃんの異変に気づき、

早期発見、早期治療もできるなど、何よりも赤ち

ゃんにとって安心の場所であるとも言われており
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ます。 

  幼児虐待、不登校、いじめ、自殺が増加する一

方です。原因はいろいろあると思われますが、乳

幼児時期のわずかな時間の親子のふれあいの積み

重ねが人間形成に大きく影響するんだと思います。

健診時に保健師さんの中には、やはり、資格があ

る方もいると思われるので、親子ともどもに、そ

の効果のあるベビーマッサージをこの健診時にぜ

ひ取り入れて、若いお母さんたちにぜひ実践して

いただき、楽しみながら育児をしてほしいという

のが願いでございます。 

  やはり、この健診時でなくても、いろいろな場

面で親子のふれあいの行事がたくさんありますの

で、ぜひ前向きにこのベビーマッサージを取り入

れていただきたいことを本当に切に要望いたしま

して、質問を終わらせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（平山 英君） 以上で、20番、平山啓子君

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 伊 藤 豊 美 君 

○議長（平山 英君） 次に、６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） こんにちは。議席番号６番、

伊藤豊美です。 

  ことしの４月に市議になり、初めての一般質問

となります。この場に立ち、大変緊張しておりま

す。執行部の皆さん、よろしくお願いいたします。 

  それでは、通告に基づきまして質問をしていき

たいと思います。 

  １、那須塩原駅周辺の整備。 

  那須塩原駅西口においては区画整理事業が行わ

れているが、東西連絡網の整備を含めた事業計画

についてお伺いします。 

  ⑴那須塩原駅北土地区画整理事業の概要及び実

施状況について、お伺いいたします。 

  ⑵道路網の現況及び整備計画について、お伺い

します。 

  ①３・３・４東通りの整備と西口への連絡路の

整備計画。 

  ②３・３・６弥六通りの延長の計画。 

  ③３・５・３沓掛通りの延長計画。 

  ⑶駅東口の整備計画について、お伺いします。 

  ①東小屋黒羽線の歩道の整備。 

  ②東那須野地区国道４号整備計画。 

  これを第１回の質問とさせていただきます。よ

ろしくお願いします。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君の質問に

対し答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 那須塩原駅周辺の整備

について、３点ほどございますので、順次お答え

します。 

  まず、⑴の那須塩原駅北土地区画整理事業の概

要及び実施状況についてお答えします。 

  この事業は、施行面積44.1ha、都市計画道路３

路線及び区画道路等の道路整備9,224ｍ、公園４

カ所、１万5,000㎡等の公共施設整備と宅地の整

備改善を行っているものでございます。 

  施行期間は、平成８年から平成24年まで、総事

業費73億円を見込んでおります。 

  実施状況につきましては、平成20年度末の進捗

率が約80％となっており、平成22年度に建物等の

物件移転を、23年度には区画道路工事及び整地工

事等を完了させ、24年度に換地処分を行い、全事

業の完了予定となっております。 

  次に、⑵の道路網の現況及び整備について、お

答えします。 

  まず、①の都市計画道路３・３・４東那須野東
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通りは、国道４号に連結し、那須塩原駅東部から

西口へのアクセスが大幅に向上するなどの利便性

を有しており、将来的には整備が必要となる路線

であると考えておりますが、現在のところ、整備

の予定はありません。 

  那須塩原駅西口への連絡路につきましては、西

アンダーが整備されておりますので、そちらをご

利用いただきたいと考えております。 

  次に、②の都市計画道路３・３・６弥六通りの

延長でございますけれども、整備計画はありませ

ん。 

  ③の都市計画道路３・５・３沓掛通りの延長に

つきましては、市道上厚崎前弥六線までの区間に

つきまして、平成21年度は測量、設計、用地調査

を行い、平成22年度に用地を取得し、23年度末ま

でに改良工事を完了する計画で事業を進めており

ます。 

  次に、⑶の駅東口の整備計画についてお答えし

ます。 

  まず、①の東小屋黒羽線につきましては、県道

でありますので、これまで新幹線那須塩原駅関連

道路整備促進期成同盟会において、起点の位置の

変更とあわせ、歩道未整備区間の整備促進を県に

対しまして要望しております。 

  今後も引き続き、児童生徒の安全確保のため、

歩道整備の促進を要望してまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、②の国道４号の東那須野地区につきまし

ては、１日の交通量が２万7,000台と非常に多く、

歩道の未整備区間が大部分で、事故率が県平均の

２倍程度と高い状況となっております。 

  このようなことから、国においては、これらの

問題を解消するため、交差点改良と歩道設置が計

画されたところです。 

  これまでの経過としましては、平成17、18年度

に路線測量が実施され、平成19年３月に、地元説

明会が開催されております。 

  また、昨年、用地測量、補償物件調査が実施さ

れ、平成21年５月の用地補償説明会を経て、今年

度は用地買収を実施していると聞いております。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） 那須塩原駅周辺の整備につ

いて、那須塩原駅北土地区画整理事業の概要及び

実施状況についての再質問をさせていただきます。 

  この中で目的ということで、道路及び公園等の

公共施設並びに住宅の整備改善を行い、良好な生

活環境を確保するとともに、商業の振興、さらに

は観光、レクリエーションのゲートシティーを担

う栃木県北の新しい拠点都市にふさわしいまちづ

くりを行う。先ほど言われましたように、施行面

積につきましては44.1ha、そして、計画人口とい

うことで、地区内計画人口3,000人、施行前地区

内人口230人、計画人口密度、１ha当たり約70人、

施行前人口密度、１ha当たり5.2人、平均減歩率、

公共19％、保留地６％、合算減歩25％、そして、

施行期間が平成８年12月25日から25年３月31日と

いうことで、もう終了が目の前に来ております。 

  そこでお聞きしたいのですが、44.1haの中の地

権者は何人ぐらいいたのでしょうか。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 土地所有者につきまし

ては、111人になっております。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） 続きまして、資金計画、収

入、基本事業費、その中の国費が13億280万円、

市費11億2,720万円、県補助金8,100万円、保留地

処分金８億9,000万円とあります。 

  また、公共施設管理者負担金４億1,532万3,000
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円、市単独費34億8,367万7,000円、合計で73億円

となります。この中で、保留地処分金なんですが、

保留地、これは宅地なんですが、公売位置図とい

うものがあります。それでは、16カ所の土地があ

りますが、その現在の売買状況というか、それを

お聞きしたいと思います。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 保留地につきましては、

全体で一般保留地が44区画ありまして、16という

のは、今年度、21年度の販売の部分だと思うんで

すけれども、これにつきましては、13区画が北で、

３区画が西地区ということで、合わせて16になっ

ております。 

  現在の売却状況ですけれども、現在までにまだ

１区画しか売れていないというのが現状でござい

ます。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） なかなか難しい状況ですね。 

  それと、公共施設管理者負担金ということで４

億1,532万3,000円とあります。公共施設管理者負

担金とは何なのでしょうか。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 公共施設管理者負担金

ですけれども、北地区におきましては、相ノ川と

いうのがありまして、相ノ川の調整池の用地とい

うことで、区画整理で生み出しておりますので、

その用地代ということで、県のほうの用地代とい

うことで４億1,000何がしという部分で入ってご

ざいます。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） 今、相ノ川という話が出ま

したが、相ノ川につきましては、後で触れさせて

いただきたいと思います。 

  続きまして、支出、公共施設整備費19億4,183

万7,000円、移転、移設、補償費33億6,632万

9,000円、その他の工事費11億8,734万3,000円、

調査設計費６億8,616万7,000円とあります。事務

費１億1,832万4,000円、合計73億円ということに

なります。 

  もう一つお聞きしたいのですが、この区画整理

をしたところなのですが、新幹線の上の雨水排水

についてお聞きしたいと思います。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 雨水排水につきまして

は、先ほど言いました、相ノ川の調整池のほうへ

流入させるということで、北地区全体で行きます

と、50.7ha分ということで、その計算にあわせて、

その調整池ができているということになります。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） ちょっと尻切れちゃったの

かなと今申しわけありません。 

  この雨水排水については、西区と北区というこ

とで、両方関係しているんだと思います。西区に

ついては、蛇尾川のほうに抜けるということです

よね。そして、北区については、先ほど出てきま

したが、相ノ川の整備、現在、三本木地区で最終

年度で整備を進めているところであります。 

  この問題なんですが、もし、那須水害級の災害

が来たら、これは対応になるのでしょうか。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 西地区につきましては、

熊川のほうに放流ということになりますので、那

須水害ということで、そのときに対応はというこ

とだと思うんですけれども、西地区につきまして

は、那須水害のときにももうできておりまして、

あふれたというあれではありません。 

  北地区のこの調整池につきましては、時間雨量

でいいますと88.6mm、それで、確率で言えば50年

確率でできておりますので、あふれるということ

はないとは思います。 
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  ただ、完全にないかというと、現在の異常気象

等がありますので、そこら辺ではわからない部分

でありますけれども、計算上は大丈夫だというふ

うな形になります。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） 大変失礼しました。訂正を

願いたいと思います。 

  先ほど、私は、西区については蛇尾川という表

現をしてしまいました。熊川でした。よろしくお

願いします。 

  続きまして、道路網の現況及び整備計画につい

て。 

  都市計画道３・３・４東那須野東通りについて、

国道４号線に連結し、那須塩原駅東部から西口へ

のアクセスが大幅に向上するなど、利便性を有し

ており、将来的には整備が必要になる路線である

と考えておりますが、今のところ、整備の予定は

ありませんと答えていただきました。この事項に

ついては関連事項がありますので、後でお伺いし

たいと思います。 

  続きまして、都市計画道３・３・６弥六通りに

ついて、答弁では、延長の計画はありませんと答

えていただきました。この道路は、区画整理事業

の真ん中を東西に延びる４車線の道路、一番西側

の端を残して、ほぼ完成しているということで理

解してもよろしいのでしょうか。 

  続きまして、都市計画道３・５・３沓掛通りに

ついて、市道上厚崎前弥六線までの区間について、

平成21年度は測量、設計、用地調査を行い、平成

22年度に用地取得をし、平成23年度末までに改良

工事を完了するという計画で事業を進めていると

のことでしたが、市道上厚崎前弥六線までの距離

ですね。それと、事業費について、お伺いいたし

ます。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） まず、３・３・６弥六

通りですけれども、計画では、この区画整理地内

で終わりということで、それで、市道にタッチす

るということで、これで現在の計画は終わりの形

になります。 

  続いて、３・５・３沓掛通りですけれども、延

長につきましては、上厚崎前弥六線まで約120ｍ

で、総事業費は１億2,800万円を予定しておりま

す。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） わかりました。 

  続いて、駅東口の整備計画について。 

  東小屋黒羽線については県道であり、これまで

新幹線那須塩原駅関連道路整備促進期成同盟会に

おいて、起点の位置の変更とあわせて、道路未整

備区間の整備促進を県に要望しているところです

がと話をお伺いしました。 

  新幹線那須塩原駅関連道路整備促進期成同盟会

とは、どういった会なのか。また、どのような人

で運営されているのか。そして、起点の変更は何

なんでしょうか。それと、那須塩原市関連の問題

とは、そこに幾つ含まれているのかということで

お聞きしたいと思います。お答えください。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 那須塩原駅関連道路整

備促進期成同盟会ですけれども、那須塩原市、大

田原市、那須町、那珂川町で構成されております。 

  それで、関連道路ということで、一般国道294

号、主要地方道大田原芦野線、県道東小屋黒羽線

という路線で、その中で、それぞれの市町の整備

箇所を県に要望しているという形になります。 

  会長につきましては、那須塩原市の栗川市長が

会長でございます。ほかの首長につきましては、

副会長ということで、公正にやっております。 

  起点の位置の変更ということで、東小屋黒羽線
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の起点の変更ということで、東小屋黒羽線につき

ましては、国道４号が起点になっております。そ

れを都市計画道路３・３・４東那須野通りのほう

へ起点を変更していただきたいという要望をして

おります。 

  先ほど言いました３路線の中で、那須塩原市が

要望しているのは、県道東小屋黒羽線の、今申し

上げました起点の変更と、三本木地内の歩道整備

ということで、その２点について要望していると

いう形になります。 

○議長（平山 英君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時５９分 

 

再開 午後 ３時０９分 

 

○議長（平山 英君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） 今、起点の変更、そして、

那須塩原関連の問題点ということでお答えをいた

だきました。 

  起点の変更については、将来、完成するであろ

う３・３・４号線、それを国道４号までの合わさ

り目ですね、そこのほうに持っていきたいのだと。

そういう考えなのであるというふうに理解しまし

た。 

  また、那須塩原市関連の問題点、１つが、那須

塩原市三本木地内の歩道の整備ということで、今

の東小屋黒羽線は、ちょうど大田原までは歩道が

できております。しかし、那須塩原市については

ないということで、そちらのほうの話がいってい

るのかなと思っております。 

  先に進めていきたいと思います。 

  続いて、東那須野地区国道４号整備計画につい

て。 

  先ほどのお答えの中では、国道４号の東那須野

地区において、１日の交通量が２万7,000台と非

常に多く、歩道の未設置区間が大部分で事故率が

県平均の２倍程度と高くなっていますということ

で、このようなことから、国が問題解消するため

に、交差点の改良と歩道の設置が計画されている

ところですという話がありました。 

  これまでの計画としては、平成17年、18年に路

線の測量が実施されたと言いましたよね。平成19

年３月には、地元の説明会が開催され、また、昨

年は用地の測量、補償物件調査が実施されたとい

うことであります。 

  今年度は用地の買収を実施しているということ

ですが、この那須塩原市大原間及び東小屋地区安

全対策事業の概要を教えていただけませんか。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 国で実施する形になり

ますけれども、大原間東小屋道路整備ですけれど

も、計画幅員は22ｍでございます。今回、延長が

850ｍで、今回につきましては暫定改良というこ

とで、暫定の２社、それと両側に3.5ｍの歩道を

設置するというような事業概要になっております。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） ただいまの質問でお答えい

ただきましたが、事故率が県の２倍と、本当にこ

ういう高い状況ということで、その辺がこの事業

が完成するまでには、大分長い時間がかかるので

はないかと思っております。しかし、ぜひ、その

区間、事業をきちっと終わらせていただきたいと、

私は考えております。 

  それでは、最初に保留しておきました都市計画

道３・３・４東通りについて、戻りたいと思いま

す。 
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  この３・３・４東通りについては、先ほど、区

画整理の中で、地権者の人が25％という減歩をし、

そして、公共施設、それをいろいろ生み出してき

ました。３・３・４の道路用地を確保した状態で

あります。 

  また、国道４号に連結し、那須塩原駅東部から

西口へのアクセスが大幅に向上するなど、利便性

を有しており、将来的には整備が必要になる路線

であると、市は認識しています。また、都市計画

マスタープランでは、幹線道路として位置づけを

しております。 

  那須塩原駅ばかりでなく、黒磯板室インターが

併用されたので、さらに利便性が大きくなると考

えられます。 

  12月７日の那須塩原21の会派代表質問がありま

したが、その中で、市長の新庁舎建設についての

答弁もありました。那須塩原駅周辺への市役所新

庁舎建設を2012年からの基本計画に盛り込み、具

体化に取り組むという話。また、平成19年度より

は基金も積み立てをしていますという話。那須塩

原駅、黒磯板室インターばかりでなく、新庁舎の

利用についても、大変必要な道路になると考えら

れます。 

  また、平成21年度の市政懇談会の中でも、この

ことについては、意見要望が数多く出ていました。

このようなことから、厳しい財政状態は理解され

ますが、このことについて、後期総合計画に盛り

込み、ネットワークの構築を願いたいと、私の要

望としては考えております。 

  それと、新庁舎と、また３・３・４号が同時期

に話が進み、長い時間がかかると思うんですが、

これが完成することを願いたいのですが、この辺

のところで答弁をお願いします。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 先ほど、答弁いたしま

したように、将来的には整備の必要性というのは

十分に認識しております。 

  それと、道路基本計画の中での主要道路という

ことで位置づけておりますけれども、道路整備基

本計画の路線がまだ残っております。そういう状

態で、今、いつそこの道路整備に入れるかという

ことについては、この場ではお答えできないとい

うことでご了承いただきたいと思います。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） ただいまのご答弁でありま

した。 

  例えば、那須塩原の駅を車に例えれば、西のア

ンダー、そして、東のアンダーができて、初めて

両輪がそろいまして、新しい那須塩原市がスター

トできるのだと、私は思います。ですから、長い

時間かかるでしょうが、それら市庁舎、３・３・

４、駅前を絡めて、全部がうまく合体していただ

ければいいなと思いますし、また、私の要望とし

て、これからもずっとお願いしていきたいと、そ

んなふうに考えております。 

  先ほど、相ノ川の話が出ました。今、私も三本

木なんですが、三本木の中を相ノ川は通っており

ます。それで、みんなに理解をいただきまして、

やっとことし、そこの最終年度ということで完成

します。それに向かっていろいろな排水、新幹線

駅前の排水、並びに、ほかの地区の排水も、それ

に向かって来ております。そんな状況の中、より

みんないいほうに向かってこられれば一番いいの

かなと思いまして、私の今回のこの発言にしまし

た。ありがとうございます。 

  続きまして、農業政策について。 

  平成22年度から実施される戸別所得補償モデル

事業は、私たち農業者にとって極めて重要な政策

であり、大きな期待と関心を持っています。以下

の点について、お伺いします。 
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  ⑴米戸別所得補償モデル事業の内容についてお

伺いします。 

  ⑵水田利活用自給力向上事業の内容についてお

伺いします。 

  ⑶農業交渉と自由貿易協定（ＦＴＡ）の現状を

お伺いします。 

  よろしくお願いします。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 私から６番、伊藤豊美議員

の市政一般質問の２の農業政策について、３点ほ

どございますので、順次、お答えさせていただき

ます。 

  まず、農業政策の中での１及び２の事業につき

ましては、国において、まだ明確に仕組みが決ま

っておりませんので、国、県からの現時点におけ

る情報に基づいてのお答えとなりますので、確定

したものではないというふうに思っておりますの

で、ご理解をまずお願いしたいというふうに思い

ます。 

  ⑴の米戸別所得補償モデル事業は、米を生産す

る農家の所得を補償するためのモデル事業だとい

うことであります。 

  交付対象者は、生産数量目標に即して生産を行

なった販売農家のうち戸別所得補償の加入申請を

した農家で、販売農家とは、水稲共済加入者など

となっております。 

  補償される交付額は、米の販売価格が生産コス

トを下回った場合、その差額部分について国が直

接交付するというものでございます。 

  ⑵につきましては、水田利活用自給力向上事業

は、自給力の向上を図るため、水田を有効利用し、

麦、大豆、飼料用米などの生産を行う販売農家を

対象に、作物ごとの助成単価を定め、国が直接交

付するものでございます。販売農家であれば、米

の生産数量目標の達成の有無にかかわらず交付さ

れるということであります。 

  次に、⑶の農業交渉と自由貿易協定（ＦＴＡ）

の現状についてお答えいたします。 

  農業交渉は、世界貿易機関（ＷＴＯ）において、

農業、工業、サービス業など包括的な貿易交渉の

一分野で農作物の輸出入にかかわる関税削減など

により、貿易機会の改善を図る国際交渉でござい

ます。食料自給率の低い日本は、重要品目として

守るべき米や麦、乳製品などの品目、数量、割合

を議長調停案である４％から８％にふやすことで、

日本の農業に与える影響を抑えようという主張で

ありますが、合意には至っておりません。現在も

交渉が続けられている状況であります。 

  自由貿易協定（ＦＴＡ）につきましては、２国

間で関税を相互に原則撤廃する協定であり、現在、

日本は東南アジアを中心とした10カ国１地域と協

定を締結し、オーストラリアなど４カ国１地域と

交渉しているところであります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） それでは、再質問をさせて

いただきたいと思います。 

  先ほどのお答えの中で、販売農家と話という言

葉が出てきました。販売農家とは、水稲共済加入

者等となっておりますがというくだりを言われま

したが、販売農家の定義を詳しくお聞かせくださ

い。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 販売農家の定義に

ついて、ご質問をいただきました。 

  販売農家につきましては、水稲共済に加入して

いる農家すべてが対象になっております。 

  また、水稲共済に加入していない農家につきま

しても、前年度の出荷販売先状況を申告すれば対
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象となるとのことでございます。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） 水稲共済という話が出てき

ましたが、それでは、今年度、那須塩原市の水稲

共済加入者は何名いますか。 

  また、水稲共済の加入基準はどのようになって

いるのでしょうか。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 水稲共済の加入者

等についてのお尋ねでございます。 

  今年度の那須塩原市の水稲共済加入者は、

2,441名となります。 

  水稲共済の加入基準ですけれども、30ａ以上の

水稲農家は、農業災害補償法に基づき加入しなけ

ればならないことになっております。 

  また、10ａ以上、30ａ未満は任意加入となって

おりまして、10ａ未満の方は、基本的には加入し

ていない。こういった状況でございます。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） 農業の専門的な言葉が出て

きまして、皆さんには大変申しわけないと思いま

すが、続けたいと思います。 

  先ほどの話の中で、米の販売価格が生産コスト

を下回った場合、その差額部分について、政府が

直接支払いをすると言われました。補償される交

付額についての算出基準をお聞かせください。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 補償されます交付

額についての算出基準というお尋ねでございます。 

  国から来ている情報をもとにお話をしますと、

その年の米の販売価格と過去数年分の平均である

標準的な生産に要する費用との差額を全国一律単

価として交付するというものでございまして、交

付金のうち過去数年分の平均である標準的な販売

価格と過去数年分の平均である標準的な生産に要

する費用との差額は定額部分として、価格水準に

かかわらず交付されるといった情報を得ておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） 次に、水田利活用自給力向

上事業についてですが、自給力向上を図るため、

水田を有効利用し、麦、大豆、飼料米などの生産

農家を対象に、作物ごとの助成単価を定めて、国

が直接交付すると言われました。作物ごとの助成

単価をお聞かせください。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 作物ごとの助成単

価というお尋ねでございます。 

  麦、大豆、飼料作物につきましては、10ａ当た

り３万5,000円、飼料用米や飼料用稲の新規事業

米は８万円、そば、菜種などは２万円とのことで

ありますけれども、全国統一単価で助成するとい

うことになっておりまして、今申し上げました金

額は、現時点の情報でありますので、まだ決定し

たということではございません。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） それでは、今年度の産地確

立交付金の麦、大豆、飼料米の助成単価をお伺い

したいと思います。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 今年度の助成単価

というお尋ねでございます。 

  今年度の本市の水田農業推進協議会における産

地確立交付金というものがございまして、麦は基

本部分と担い手加算部分を加えて３万9,000円、

大豆は基本部分と担い手加算部分に新受給調整シ

ステム定着交付金を加えて４万6,000円、飼料用
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米は基本部分と担い手加算部分に新受給調整シス

テム定着交付金と需要即応型などを加えまして７

万9,500円、以上でございます。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） そうしますと、今までの産

地確立交付金と、今度行われる水田利活用自給力

向上事業の交付を比較すると、麦、大豆の交付単

価が下がって、飼料用米の新規需要米の単価が上

がっていますが、これらについては、どういうふ

うに考えたらいいのでしょうか。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 今どのように考え

たらということでございますが、麦、大豆をつく

っている方の生産意欲というものが多少減退しま

して、新規需要米に特化する可能性は若干あるか

というふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） 国は、食料自給力の柱とし

て新規需要米の増産に力を入れるようですが、新

規需要米の需要というのは、そんなにあるのでし

ょうか。つくり過ぎて供給過剰になるおそれとい

うものはないのでしょうか。それについて、どう

思いますか。お伺いいたします。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 産地確立交付金に

おける新規需要米は、実受者と出荷契約の助成金

の交付要件となっておりますが、水田利活用自給

力向上事業については、まだ明確に示されていな

いと、こういった状況でございます。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） 那須塩原市の今年度の飼料

米と飼料用稲の作付け面積はわかりますか。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 作付け面積の関係

お尋ねですけれども、市の水田、農業推進協議会

によりますと、飼料用米の作付け面積は約11ha、

飼料用稲につきましては14haという状況でござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） ちょっと問題点なんかも出

てくると思うんですが、麦と大豆について、水田

経営所得安定対策事業の固定払いというものがあ

ります。助成単価は、麦、大豆、各幾らでしょう

か。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 水田経営所得安定

対策の固定払いについてのお尋ねですけれども、

米につきましては、10ａ当たり２万7,000円、大

豆につきましては２万7,000円になっております。 

  以上であります。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） 何日か前の農業新聞の中に

書いてありました。水田経営所得安定対策の固定

払いを受けている農家が麦、大豆を減少させて、

飼料米などに作付け転換した場合、作付け転換し

た面積について、水田利活用自給力向上事業の10

ａ当たり８万円は交付されますか。お願いします。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） そういった情報は、

私どものほうでも新聞では見ておりますけれども、

これにつきましては、まだ国のほうから明確な情

報が示されておりませんので、ここではお答えで

きないところです。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） ここではお答えできないと

いう話でしたが、この間の新聞によりますと、二

重に払う可能性があるので、その辺のところはも

う少しやれないというんですか、それができない
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というような形で新聞には報道されていたのでは

ないかと思っております。 

  産地確立交付金は、農地所有者に助成される基

本部分と借り手に助成される担い手加算の合計で

したが、水田利活用自給力向上事業はどうでしょ

うか。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 今、水田利活用自

給力向上事業についてはどうでしょうかというお

話ですが、これも、先ほどのご質問でお答えしま

したように、このことにつきましても、現時点の

情報では明確になっていない状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） さらに続けます。 

  水田利活用自給力向上事業の交付金は、自分の

農地に作付けすれば交付されますが、農地を借り

て作付けしている場合に、農地の貸し手、借り手、

どちらか一方に交付されないとなれば、貸す人が

減少し、農地の流動化が進まず、規模拡大が阻害

されると思いますが、市はどう考えているでしょ

うか。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 農地の貸し手、借

り手、どちらか一方にしか交付されないというこ

とになりますと、農地を貸す農家が減ることも予

想されます。そういったことによりまして、規模

拡大が進まないというおそれもあるかと思ってお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） 交付対象者は、米の生産数

量目標達成の有無にかかわらず、販売農家であれ

ば交付されるとのことですが、今までの産地確立

対策では、生産調整達成者が交付対象でした。水

田利活用自給力向上事業は、生産調整を達成しな

くても交付するということですが、これまで生産

調整に協力したものからすると、生産調整に参加

しないものも交付対象にするというのは不公平だ

と思います。これは、生産調整をやらない農家が

ふえるのではないかと思われますが、どうでしょ

うか。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 農家がふえるので

はないかというご質問でございますが、私もふえ

るかもしれないとは思っております。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） それでは、大分時間もなく

なってしまいましたので、もう少し早目に話を進

めていきたいと思います。 

  今度は、自由貿易協定（ＦＴＡ）の話になるん

ですが、農業交渉の重要品目についてですが、現

在、日本の重要品目数は幾つありますか。また、

それが４％や８％になった場合には、幾つになり

ますか。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） ＦＴＡの関係のご

質問でございます。 

  現在、日本の農産物の対象品目数は1,332品目

ありまして、このうち重要品目数は169あります。

この中で４％しか認められないとなりますと、53

品目になり、８％ならば、倍の106品目という形

になります。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） 民主党の政策集に、ＷＴＯ

交渉のドーハラウンドの早期妥結を目指すとあり

ます。また、ＦＴＡを積極的に推進しますとあり

ますが、政策集にあるように、協定が締結されれ
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ば、日本の農業への影響は大変大きいと思います。

どう思いますでしょうか。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 関税削減を主にし

ている多角的通商交渉であるＷＴＯの交渉あるい

は２国間の関税を相互に原則撤廃するＦＴＡが締

結された場合ということでございますが、外国と

の農産物の価格差が大きい日本の農業への影響は、

私はあると思っています。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） 私もそのように認識してお

ります。これは大変なことになるのではないかな

と、今思っております。 

  今回、私は、12月の議会で、あえて米戸別所得

補償モデル事業、水田利活用自給力向上事業を自

分の質問の中に入れました。これについては、本

来であれば、農業者のもとに作付け目標面積の配

分というのは、もう12月にはなっているんですね。

そういう時期なんです。それが、今回は12月にな

っても、そういう部分がなかなか出てこないとい

うことで質問させてもらいました。 

  本来であれば、３月の議会でいいんじゃないか

という話もありますが、３月の議会になりますと、

もう既に農業というか、米の作付けというか、そ

れはもうスタートしていますんですね。ですから、

まだ国の方針というのは完璧には決まっていない

んですが、今回、質問とさせていただきました。 

  これで、２番の農業政策についてを終了します。 

  続きまして、東那須野公園の今後の整備につい

て。 

  東那須野地区車座談義運営委員会では、「やさ

しさとふれあいのある地域づくり」を目指し、地

域の皆様が身近な東那須野公園の花つくりを通し

てつながりを深め、生まれ育った地域に愛着が持

てればと考え、活動を始めているとあるが、以下

の点についてお伺いします。 

  ⑴11月８日に行われた東那須野公園スイセン等

植栽事業の内容について、お伺いします。 

  ⑵施設振興公社に管理を委託しているが、管理

の内容についてお伺いします。 

  ⑶公園東側の私有地の整備について、お伺いし

ます。 

  よろしくお願いします。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 東那須野公園の今後の

整備について３点ほどご質問がありましたので、

順次お答えします。 

  まず、11月８日に行われた東那須野公園スイセ

ン等の植栽事業の内容についてお答えします。 

  この事業は、東那須野地区車座談議の事業の一

環で実施されたスイセン植栽事業であり、地元議

員さんを初め、自治会、育成会など約230名の皆

様にご協力をいただき、スイセン8,300株を約500

㎡の西側斜面に植栽していただきました。 

  次に、振興公社の管理内容についてでございま

すけれども、基本的には、公園内やトイレの清掃

と施設の点検を週２回、アジサイなど樹木の剪定

や刈り込みを年１回から２回、芝の刈り払いを年

４回などが管理の主な内容となっております。 

  次に、公園東側の私有地の整備についてでござ

いますが、公園の隣接地であり、杉が密集してい

ることから、日中でも日の当らない日陰地となっ

ております。公園利用者など防犯上の観点から、

安全性の確保に配慮する必要がありますので、関

係地権者との協議を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 
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○６番（伊藤豊美君） 11月８日に行われて東那須

野公園スイセン等植栽事業に私も出ました。自治

会、育成会、約230名という数多くの人が出席し

て、午前10時からお昼まですばらしい、いい汗を

かいた思い出があります。車座談義の意義である

市民と協働でのまちづくりからすると、すばらし

い事業だと思います。これをずっと続けていって

もらえればと思っております。 

  施設振興公社の管理内容は、先ほど、基本的に

園内のトイレの清掃と施設の点検、アジサイなど

の樹木の剪定や刈り込み、芝の刈り払い、そうい

うものが主な仕事だと聞いております。こういう

作業が１つの仕事に何人体制で何日続けて入るの

か。それは基本的な話ですが、お聞かせください。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 内容によって人数等に

ついてはいろいろございますけれども、点検等に

つきましては、１人とか２人で点検する形になり

ます。アジサイの樹木とか刈り込みについては、

そのときの人数がそれぞれ異なっておりますけれ

ども、そういう形の中で６人とか、それぞれのそ

のときの体制の中でやっていると思います。報告

の中では、そういう形で来ております。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） 平成21年度の９月の補正で

承認されたトイレと照明灯も、この補正でなりま

した。これは、どこにつくるのか、規模はどうな

のかということをもう一度、お聞かせください。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） トイレ設置につきまし

ては、西側の駐車場の付近ということで、規模的

には女子が３、そのほか、多目的トイレが１、男

子が大が１、小が３というふうな形のトイレを設

置するということで、現在、設計に入っていると

ころでございます。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） お聞かせいただいて、あり

がとうございます。 

  平成20年９月議会で、吉成議員の質問で公園の

アジサイが東側から見えない。大変暗くて、防犯

の意味からもどうにかならないのかというお話が

ありました。そのことについて、市は、一度、ア

プローチをしたが不調に終わってしまった。今後、

話し合いをしていくと言われましたが、今、進展

というか、そちらのほうはどうなんでしょうか。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 東側の私有地の杉関係

ですけれども、予定している部分につきましては、

東側入り口から調整池までの部分を何とかしたい

ということで、現在、地権者等に当たっておりま

す。 

  最初の接触では、地権者の方にご理解をいただ

けたということで、今後、詳細を詰めていきたい

というふうに考えております。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） 今お答えいただきました。

それが話し合いがよくなれば、すばらしく東那須

野公園がよくなるかと思われます。 

  また、今後、東那須野公園で課題があるとすれ

ば、東側駐車場付近の調整池をまたいだ、今お話

をした杉林、また、東側トイレ付近から上に上が

って南のほうに行くんですが、民地と私有地の境、

そして、その奥の公園の杉林の間伐とか伐採、下

刈りというものがいろいろ出てくると思います。

そして、公園の中に送電線２本が一番南のほうに

走っております。この低いほう、一番南の送電線

なんですが、この送電線がもう１ｍぐらい木が伸

びてしまうと、その送電線についてしまうという
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ようなことがあります。その辺で伐採するように

なると思いますが、どうでしょうか。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 東那須野公園の東側の

部分につきまして、アジサイを植栽している部分

については十分刈り払い等が行われておりますけ

れども、それ以外については、十数年前、一度、

林の中を全部刈り払いを行った経過はあります。

その後、少しそういう部分が抜けていたというこ

とで、今後、刈り払い、それと間伐等ができる部

分があれば、そういうことを維持管理の中でやっ

ていきたいというふうに考えています。 

○議長（平山 英君） ６番、伊藤豊美君。 

○６番（伊藤豊美君） 東那須野公園は、西側にス

イセン、そして東側にアジサイ、今後、植栽が進

み、すばらしい眺めの公園になると思います。こ

れからは、南東側の下刈りをし、そして間伐し、

伐採すれば、今までのように暗くない、すばらし

い公園になるのではないかと私は思います。ぜひ、

これからは南東側の整備をお願いし、私の一般質

問を終了させていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（平山 英君） 以上で、６番、伊藤豊美君

の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時５７分 

 

再開 午後 ４時０６分 

 

○議長（平山 英君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 東 泉 富士夫 君 

○議長（平山 英君） 次に、25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） 議席番号25番、公明ク

ラブ、東泉富士夫です。 

  市政一般質問を行います。本定例会最後の一般

質問となりましたが、よろしくお願いいたします。 

  １、旧分譲地内砂利道の整備について。 

  市内旧分譲地は、井口地区を初め、私道などの

理由で長年、砂利道のままになっているところが

少なくない。そのため、車社会の生活に不便を感

じている。今後の整備について伺います。 

○議長（平山 英君） 25番、東泉富士夫君の質問

に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 25番、東泉富士夫議員の市

政一般質問の１の旧分譲地内砂利道の整備につい

て、お答えいたします。 

  分譲地内の私道につきましては、那須塩原市市

道路線認定要綱に基づきまして、所有者からの寄

附申し出を受け、基準を満たす場合には所有権の

登記を完了してから、市で管理を行っております。 

  舗装等につきましては、受け入れ後に優先性を

考慮して、順次、整備をしております。 

  また、寄附を行わず、私道のまま市に管理を要

請する場合には、那須塩原市私道等維持補修基準

による申請をしていただくことにより、現状の範

囲内で維持補修を行っているところであります。 

  いずれにいたしましても、私道は個人の財産で

ありますので、寄附受け入れなどの手続のない私

道の整備を行うことはできませんので、ご理解を

いただきたいと思います。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（平山 英君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） それでは、再質問をさ

せていただきます。 
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  ただいまご答弁をいただきました。認定基準に

よって、それぞれ対応できるものと、なかなか難

しい、できないということ、いろいろ幅広いもの

だなということを今理解したところでございます。 

  この市内に私道などの理由で長年、砂利道のま

まになっている振興住宅地は何カ所ぐらいあるの

か。その中で、今までどのような要望があったの

か。また、どのような対応をされてきたのか、お

伺いしたいと思います。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 分譲地の部分について

は、どのぐらいあるかというのは掌握はしており

ません。 

  対応につきましては、それぞれそういう方々が

こちらに市のほうにおいでいただければ、先ほど、

市長が答弁した対応で寄附の受け入れとか、私道

の維持管理等のところで説明して、それらが整え

ば、先ほど、市長が言った対応をしております。 

○議長（平山 英君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） この私道の砂利道が車

社会になってから長い年月がたっておりますが、

私道の整備についてはほとんど進んでいないとい

うか、変わっていないのが実情であると思います

が、今後、これらの課題について、先ほどの認定

基準等がクリアされなければ、このままずっと将

来的にも今のままで行ってしまうというような状

況かと思いますが、今後、もう一歩、何らかの多

少なりとも展望が見出せるのかどうか、この点に

ついて、何かないものかどうか、再度お伺いした

いと思います。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 先ほど、市長が答弁し

ましたように、私道は、あくまでも個人の財産と

いうことになりますので、市としては、それらを

何とかしたいということで、市道認定要綱とか、

私道の維持補修基準とかをつくりまして、それら

に対応しているわけですから、これ以上の対応と

いうのは、なかなか難しいということでございま

す。 

○議長（平山 英君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） わかりました。大変難

しいと。当面は、認定基準等をクリアしなければ、

このまま当分こういう状況が続くと、このような

状況だということを今改めて思いました。 

  それで、砂利道の住民の現状を聞いてみますと、

大雨が降ったときなどは、車が通るたびに住宅周

辺に泥水がかかってしまうところもあります。ま

た、敷き砂利をしても、一雨降れば、車が通るた

びに砂利が飛んでしまい、穴ぼこの砂利道になっ

てしまうというのが実情でありますけれども、こ

の点について、もう少し何らかの車社会で、こう

いうあれでしようがない。これから長くこのまま

というのも、非常に市民からすれば、何とか、も

う少し一歩前進したような方向で整備できないの

かと、このようにもお聞きするわけでございます

けれども、この点について、再度お伺いしたいと

思います。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 砂利道舗装にかかわら

ず、私道という部分について、先ほど言いました

方法がとられない限りは、市としては、舗装とか

砂利の補修とかはできないと。あくまでも個人財

産という部分で、地域の方々がやっていただくほ

かないということで、そういうことで、できれば、

私道の基準という部分で、それぞれの方々が市の

様式に基づいて申請していただければ、そういう

対応はできると。現状のままの管理になりますの

で、砂利道の部分については砂利道、舗装につい

はパッチング等の補修という形になりますけれど

も、そういう形の中で、現在、市としては対応す
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る以外はないというふうに考えております。 

○議長（平山 英君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） わかりました。現状に

おいては、そのようなものをクリアしなければ、

非常に難しいという答弁でございました。 

  現時点においては、私道の整備については大変

難しいと、このように認識したところでございま

すが、そこで、私、要望でございますが、この日

常生活において、最小限、できる限り、今までも

過去に、そんなに回数は少ないかと思いますが、

グレーダーというか、機械で削って凹凸があると

ころに敷砂利をしていただければ、舗装までいか

なくても、相当生活しやすいのかなと、このよう

にも思うわけなんですけれども、今まで要望があ

れば、そのたびに砂利を敷いていただいているこ

とはあると思うんですが、しかし、ちょっとした

大雨というか、ちょっと雨が降れば、何台か通る

と、全部砂利が弾いてしまって元に戻ってしまう

と。これが現状だと思います。 

  そういったことを考えますと、何とかせめて、

そういった穴を削っていただいて、そこに砂利を

敷くというようなところがあれば、現状よりはも

っと生活しやすくなるのかなと、この辺を要望し

たいと、このように思うんですが、この辺はどう

でしょうか。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 完全なる私道で、市の

ほうに私道維持補修基準で申請がある道路という

形の分け方になると思いますけれども、維持補修

基準で市のほうに届けてあるものについては、市

のほうへ言っていただければ、その都度、砂利道

であれば砂利で、そのくぼみをやったり、グレー

ダー等で補修したりという部分はできることにな

ります。 

  ただ、市のほうに届けていない、全くの私道に

ついては、先ほど言いましたように、個人の財産

ということでありますので、市としては、そうい

う整備等を行うことはできないということになり

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（平山 英君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） 基準を満たして、申請

があれば、そういったこともグレーダー等で地な

らしをして、そこへ砂利を敷いていただくことも

可能だというご答弁をいただいたところでござい

ますが、相当、市内には、旧分譲地の中に住宅を

建てられて、本当に10年、20年、それ以上お住ま

いになって、今、車社会で非常に雨が降るたびに

住宅周辺に砂利がかかったり、水がかかったり、

泥がかかったり、いろいろ現実で大変な思いをさ

れている方がいるわけです。そういった意味で、

ぜひ、できましたら、市内のそういった砂利道も

もう一度点検されまして、いろいろな基準等がご

ざいます。そういったあれでは、一概に、すべて

全部というわけにはいかないと思いますが、特に

この住宅が多く建っている地域、そういったとこ

ろは、相当現場に行ってみますと、市民の方は大

変困ってしまうと、こういう深刻なお話も歩いて

いると耳に入るわけです。そういったあれでは、

どうかもう一度、その辺、総点検をしていただい

て、なかなか基準があるからすべてをというわけ

にはいかないと思いますけれども、できる範囲、

最小限に、不便を来たさないようにぜひご努力を

していただきたいと、このようにお願いしまして、

次の項目に移りたいと思います。 

  １、小太郎ヶ渕周辺の道路整備について。 

  小太郎ヶ渕は、塩原観光地の中でも有名な観光

名所の１つになっている。しかし、道路が整備さ

れていないため、観光客は不便さを感じている。

今後の道路整備について、伺います。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 
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○建設部長（田代哲夫君） 市道小太郎ヶ渕線につ

きましては、合併前の平成16年12月議会において

路線の認定を受けたものでありますが、市道延長

の約半分が民有地のままの状態であります。 

  今年度、小太郎ヶ渕近くの道路の山側斜面にお

いて、８月の豪雨による巨岩崩落のおそれがあり

ましたので、防災工事を実施したところでござい

ます。 

  今後の整備予定はありませんので、現状のまま

安全に通行できるよう維持管理に努めてまいりた

いと考えております。 

○議長（平山 英君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） ただいまご答弁をいた

だきまして、民地であるということで、なかなか

整備ができないというのが現状であると思います。

私もそのように認識しているところでございます。 

  しかし、小太郎ヶ渕は冬期間以外、春から秋ま

でにかけて、年間大勢の観光客が訪れております。

また、塩原観光地の有名な観光名所として、観光

案内のパンフレットにも掲載されております。 

  しかし、民地であるということから、市のほう

としても、できる範囲では整備されていると、今、

部長のほうからご答弁をいただきましたが、そう

いった非常に道路が整備されていないにもかかわ

らず、依然、今ほど進んでいないと思いますけれ

ども、住宅もあったということで、道路の形はな

っており、結構、それなりに車も入ってきて、観

光客が来ているんだなと、このように思っており

ます。 

  小太郎ヶ渕周辺は、今後、できましたら、だれ

もが気軽にそういった観光名所、塩原観光地では

有名な場所でございますので、何とかもう一歩、

努力されまして、本当に車で来られた観光客の方

が、だれもが小太郎ヶ渕の周辺まで車で気軽に行

けるようになればという思いがあります。今後、

そういったことをいろいろ努力されてはどうかと

思いますが、この点はいかがでしょうか。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 現在においては、日常

管理ということで、日常のパトロールとか、砂利

敷き、路面整地、配線の修繕等で対応している現

状でございます。 

  先ほども言いましたように、いろいろな部分で

問題もありますので、現在のところ、整備予定は

ございませんので、日常管理ということで対応し

ていきたいというふうに考えております。 

○議長（平山 英君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） 日常管理、できる範囲

でということでご答弁をいただいたところでござ

います。 

  お答えを聞いている限りでは、これ以上の整備

は民地ということもありまして大変難しいという

お話であります。 

  これは、私の提案というか提言でございますけ

れども、塩原温泉としては有名な観光名所の１つ

ということもございますので、これは大変難しい

ことかもしれませんが、この民地の部分を、場所

がないわけではなくて、もともと人が住んでおり

ました。今も車も無理をすれば、車の往来もでき

ると、そのような状況になっております。 

  そこで、将来的に、やはり、観光案内のパンフ

レット等にも広く宣伝をされているわけでござい

ますので、その辺をもう一歩踏み込んで、例えば、

これはちょっと無理なお話かなとは思いますが、

この部分を、あれだけの観光名所でございますか

ら、借地というか、そういったことを考えて、今

後、研究というか、努力というか、その辺はでき

ないものかどうか、その辺について、ちょっとお

伺いしたいと思います。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 
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○建設部長（田代哲夫君） 現在の小太郎ヶ渕線の

状況で申しますと、市道認定は行っておりますけ

れども、市道の区域の杭とか、そういうのは全然

入っていないのが現状でございます。 

  ですから、今、議員さんが言われましたように、

これまでの経過からすれば、所有者の協力が得ら

れれば、無償貸与というふうな形を検討すること

かなというふうには考えます。 

  ただ、それにしても、区域の決定がありません

ので、測量等にかなり費用的にはかかるというふ

うに考えております。 

  先ほど言いましたように、協力が得られれば、

無償貸与というふうなことも考えられるというこ

とで、考えております。 

○議長（平山 英君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） なかなか難しいんだな

ということを理解させていただきましたが、民地

でございますので、こちらが一方的にというわけ

にはいかないと思いますが、本当に大事な観光名

所でございます。ぜひ、何とかその辺を無償貸与

できれば整備をしていきたいという思いでご答弁

をいただいたところでございます。努力に努力を

ぜひしていただいて、何とか一歩でも、今後進む

ような方向で、ぜひよろしくお願いしたいと強く

要望いたしまして、私の一般質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長（平山 英君） 以上で、25番、東泉富士夫

君の市政一般質問は終了いたしました。 

  以上で質問通告者の質問は全部終了いたしまし

た。 

  市政一般質問を終わりたいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（平山 英君） 異議なしと認めます。 

  市政一般質問を終わります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案の各常任委員会付託につい

て 

○議長（平山 英君） 次に、日程第２、議案の各

常任委員会付託についてを議題といたします。 

  ただいま上程中の各議案については、審査のた

め各常任委員会に付託いたします。 

  議案第73号から議案第89号までの17件について

は、お手元に配付の議案付託表のとおり、所管の

常任委員会に付託いたしたいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（平山 英君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案付託表のとおり、各常任委員会に

付託いたします。 

  関係常任委員会は、委員会日程に基づき審査を

行い、本会議最終日、委員長は登壇の上、審査結

果の報告を願います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎請願・陳情等の関係常任委員会

付託について 

○議長（平山 英君） 次に、日程第３、請願・陳

情等の関係常任委員会付託についてを議題といた

します。 

  新たに提出された陳情３件については、既に配

付いたしました請願・陳情等文書表のとおり、関

係常任委員会に付託いたしたいと思いますが、異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（平山 英君） 異議なしと認めます。 

  よって、請願・陳情等文書表のとおり、関係常
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任委員会に付託いたします。 

  関係常任委員会は、委員会日程に基づき審査を

行い、本会議最終日、委員長は登壇の上、審査結

果の報告を願います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

 

○議長（平山 英君） 以上で、本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時３１分 

 




